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部 名
ペ ー ジ
番 号

資　料　名

環 境 1～2 二酸化炭素削減のための主な取組内容及び進捗状況一覧 村口

環 境 3 過去３年間の犬猫の火葬件数一覧 後藤

環 境 4～6 ごみの減量に向けた主な取組及び推移 竹村

環 境 7～54 家庭系ごみ収集業務の業者10社と取交した覚書等の書類 生野

環 境 55～64 随意契約に関する国からの通知及び判例 生野

環 境 65 過去15年間家庭系ごみ収集戸数の推移（各年度4月分） 生野

環 境 66 事業系一般廃棄物に係る許可業者別収集量及び契約件数の推移（過去3年間） 生野

環 境 67～69 燃焼ごみ、リサイクルごみの収集事業における、事業開始後からの年度ごとの委託先一覧、委託料、全体の割合 斎藤

環 境 70 本市におけるメタルに含有するレアメタルの量及び４市（西宮市、尼崎市、豊中市、高槻市）との比較 生野

環 境 71～72 令和３年度（2021年度） 灰溶融炉の費用対効果の状況 矢野

都市計画 1 過去９年間の吹田市開発ビル株式会社に関する各年度の事業報告における決算書、人件費及び職員数の一覧 斎藤

都市計画 2～4 南吹田駅まちづくり推進市民協議会の設立当初からの活動内容及び同協議会への支援内容 川本

都市計画 5 民間住宅の耐震化の進捗状況及び耐震化補助の利用状況 村口 斎藤

都市計画 6 共同住宅等の耐震化状況（令和２年度（2020年度）時点） 後藤

都市計画 7 過去７年間の確認申請及び計画通知の推移 斎藤

都市計画 8 過去７年間の違反建築物等の監察実施状況等 斎藤

都市計画 9 耐震化促進事業に係る取組状況 斎藤

都市計画 10～11 過去３年間における耐震診断補助を受けて耐震設計補助、耐震改修補助に進んだ件数 斎藤

都市計画 12 空家等対策計画策定後の空家対策実績一覧 村口

都市計画 13 市営住宅跡地の活用についての検討内容及び進捗状況 村口

都市計画 14 過去５年間における住宅政策室の未利用の行政財産と普通財産の変遷 後藤

都市計画 15～20 令和３年度（2021年度）行政財産の目的外使用一覧 後藤

都市計画 21～22 令和３年度（2021年度）未利用あるいはそれに準ずる市有地一覧（50㎡以上） 川本 矢野

要求委員名



部 名
ペ ー ジ
番 号

資　料　名 要求委員名

土 木 1～15 通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 村口

土 木 16 吹田市自転車活用推進計画の進捗状況 川本

土 木 17～20 過去５年間の自転車駐車場の収支、収容台数、利用率及び場所の一覧 矢野

土 木 21 市内における各駅舎のバリアフリー化及び安全対策の進捗状況 竹村

土 木 22 吹田市道路ストック総点検事業実施後における要修繕工事の実施状況 川本

土 木 23～29 過去５年間の道路冠水状況及び対策 竹村

土 木 30～33 令和３年度（2021年度）末　南吹田駅周辺緑化重点地区計画の進捗状況 川本

土 木 34～35 花とみどりの情報センター事業の業務内容 川本

土 木 36 公園におけるトイレの設置状況（多目的トイレ及び洋式化に関する進捗状況） 竹村

下 水 道 1 過去５年間の下水道使用料の不納欠損の件数及び金額 後藤

下 水 道 2～12 過去５年間の浸水被害状況及び対策 竹村

下 水 道 13 過去５年間の主な水路の不法占用件数 後藤

下 水 道 14～15 過去５年間の主な浸水対策事業一覧 矢野

下 水 道 16 下水道部における耐用年数を超えた管渠及び施設の改良計画 矢野

水 道 1 過去５年間の債権放棄の件数及び金額 後藤

水 道 2 検針・滞納整理及び電話受付業務の委託内容 矢野

水 道 3 給水原価の他市比較 矢野

水 道 4 過去５年間の水道施設の耐震化及び経年管の更新状況 竹村



環境部資料





部 名
ペ ー ジ
番 号

資　料　名

環 境 1～2 二酸化炭素削減のための主な取組内容及び進捗状況一覧 村口

環 境 3 過去３年間の犬猫の火葬件数一覧 後藤

環 境 4～6 ごみの減量に向けた主な取組及び推移 竹村

環 境 7～54 家庭系ごみ収集業務の業者10社と取交した覚書等の書類 生野

環 境 55～64 随意契約に関する国からの通知及び判例 生野

環 境 65 過去15年間家庭系ごみ収集戸数の推移（各年度4月分） 生野

環 境 66 事業系一般廃棄物に係る許可業者別収集量及び契約件数の推移（過去3年間） 生野

環 境 67～69 燃焼ごみ、リサイクルごみの収集事業における、事業開始後からの年度ごとの委託先一覧、委託料、全体の割合 斎藤

環 境 70 本市におけるメタルに含有するレアメタルの量及び４市（西宮市、尼崎市、豊中市、高槻市）との比較 生野

環 境 71～72 令和3年度（2021年度） 灰溶融炉の費用対効果の状況 矢野

要求委員名





環境部環境政策室

取組 令和３年度（2021年度）の実績

・市民、業者、行政のパートナーシップ組織である「アジェンダ２１すいた」において、ライフスタ

イルや事業活動の転換をめざし、市民、事業者、行政の協働により、地球温暖化防止に取り組む期間

である「すいたクールアースウィーク」や環境月間と食品ロス削減月間におけるパネル展示等のイベ

ントや啓発活動を行った。

・府県を超えて広域的に施策を展開し、持続可能な社会を実現するため、NATS４市で、地球温暖化

対策の自治体間連携に関する基本協定を締結した。

エネルギー多量消費事業者などとの

ネットワークを活用した事業活動転換

の促進

大学と研究機関による省エネルギーワーキンググループ会議において、ZEB化の推進や再生可能エネ

ルギー由来100％電気の調達に関する意見交換を行い、各大学や研究機関に対して、事業活動の転換

を促した。

グリーン調達、グリーン購入の推進及

び普及促進

市独自の環境マネジメントシステムである「SUITA MOTTANOCITY ACTION PLAN（SMAP）」にお

いて、「令和12年度（2030年度）グリーン購入100%」を目標に掲げ、「吹田市環境物品等調達方

針」を改定した。令和３年度（2021年度）のグリーン購入率の実績は87%であった。

市独自の環境マネジメントに基づく率

先した節エネルギーの推進

・「SUITA MOTTANOCITY ACTION PLAN（SMAP）」に基づき、率先して節エネ・省エネ・省資源

を推進しており、SMAP推進本部会議においてペーパーレス化に取り組むために、紙のいらないオ

フィスへ大作戦（略称「TOKIO（To Kami no Iranai Office）大作戦」）を１年間の重点取組として全

庁で取り組むことや再生可能エネルギー由来100％電気の調達の方向性、全庁LED化の方向性につい

ての決定等を行った。

・夏季（7月～9月）・冬季（ 12月～3月）を節電の重点取組期間として、適正な冷暖房の温度や不要

照明の消灯の徹底などの取組を実施した。

家庭及び事業所における省エネルギー

機器などの改修及び導入に係る情報提

供及び啓発の推進

吹田市環境まちづくりガイドライン等をホームページに掲載し、省エネルギー機器等の導入について

の啓発を行っている。また、令和３年度（2021年度）には、吹田市環境まちづくりガイドライン【開

発・建築版】に、ZEH・ZEB基準に適合した建築物の項目を追加し、開発や建築などを行う事業者に

環境配慮の取組を誘導している。

二酸化炭素削減のための主な取組内容及び進捗状況一覧　No.1

市民・事業者との連携・協働による地

球環境に配慮した行動の普及促進

環境部（1）



環境部環境政策室

取組 令和３年度（2021年度）の実績

公共施設における省エネルギー機器な

どの導入推進

大規模改修の際には、高効率な省エネルギー型機器等の導入を推進し、令和３年度（2021年度）は、

明類（LED照明類）6,712台、空調類50台、その他省エネルギー機器195台等の省エネルギー機器を導

入した。また、市役所本庁舎ではESCO事業を実施した。

家庭及び事業所における再生可能エネ

ルギー利活用を拡大するための促進策

の検討・推進

・公共施設において屋根貸し事業を行っているJR吹田駅前中央自転車駐車場ほか２施設の発電実績や

写真等をホームページにて掲載し、啓発を行った。

・市民課窓口において、転入者に対して、ナッジ理論を活用したチラシを配布し、環境に配慮した電

気への切り替えを促した。

・NATS４市で再生可能エネルギーの啓発動画を作成する等、連携して事業を実施した。

公共施設における再生可能エネルギー

利用設備の導入推進
岸部中南住宅集会所に約6kW、朝日が丘ポカポカ遊園に92W×２基の太陽光発電を導入した。

食品ロスの削減やプラスチックごみを

含むごみの減量・再資源化に関する啓

発活動や情報提供の充実化

・食品ロス削減を促進するため、食品ロス削減の講座を1回実施した。

・プラスチックごみ削減のため、使い捨てコンタクトレンズの空ケースの回収（拠点数：8か所　回

収量128.07㎏）及び公共施設へのマイボトル用給水機の設置（28か所（29台設置））をした。

・NATS４市でマイボトルの普及ついて共同事業の実施や検討を行った。

・本市と能勢町との地域循環共生圏構築に向けた具体的取組として、「吹田市公共施設等への能勢町

産等木材利用推進検討会議」を開催し、公共施設における能勢町産等木材の利用推進に向けた検討を

行い、「吹田市公共施設への木材利用推進ガイドライン」を策定した。

・内装材等に大阪府内産材をはじめとする地域材を38.5㎥利用した。

二酸化炭素削減のための主な取組内容及び進捗状況一覧　No.2

RE100に向けた再生可能エネルギー比

率の高い電力調達の推進及び促進

再生可能エネルギーの導入拡大を創出することを目的に、市有施設における再生可能エネルギー比率

の高い電気の調達を市有施設380施設で実施した。

公共建築物などへの地域材の利用推進

環境部（2）



環境部環境政策室

（単位：件）

犬 225（225） 219（217） 208（207）

猫 966（333） 852（305） 703（328）

その他 502（109） 546（116） 619（137）

合計 1,693（667） 1,617（638） 1,530（672）

※カッコ内は内数で飼い主から市への依頼件数です。

過去3年間の犬猫の火葬件数一覧

令和元年度

(2019年度)

令和2年度

(2020年度)

令和3年度

(2021年度)

環境部（3）



環境部環境政策室

取組 令和３年度（2021年度）の実績

資源ごみ分別収集やペットボトル・廃

食用油の拠点回収の拡大など、リサイ

クル推進

・本庁舎を含む公共施設で家庭系廃食用油を回収（売却量：7.16ｔ　回収拠点：14か所）

・ペットボトルの拠点回収（回収量：229.57ｔ　回収拠点：113か所）

再生資源集団回収やエコイベントな

ど、地域リサイクル活動の活性化

・環境保全活動等に取り組んでいる市民・事業者等に対する表彰（１個人及び６団体）

・再生資源集団回収団体への支援（実績：447団体　回収量：6,507,868ｔ　支給額：45,555,076円）

フードドライブの推進及びフードバン

クとの連携

フードドライブを年２回（お中元、お歳暮時）開催し、市内３か所（環境政策室、のびのび子育てプラザ、ラ

コルタ）で回収。提供された食品は、子供食堂や社会福祉協議会等へ提供

（１回目　提供者：84者　提供数：720個　重量：273.23㎏）

（２回目　提供者：123者　提供数：3,249個　重量：575.42㎏）

市によるごみ減量行動の率先実行

「SUITA MOTTANOCITY ACTION PLAN（SMAP）」に基づき、コピー用紙購入枚数の削減に取り組んでお

り、令和３年度（2021年度）のSMAP推進本部会議において、紙のいらないオフィスへ大作戦（略称

「TOKIO（To Kami no Iranai Office）大作戦」）を１年間の重点取組として、全庁的にペーパーレス化を推

進

ごみの減量に向けた主な取組及び推移　No.1

環境部（4）



環境部環境政策室

取組 令和３年度（2021年度）の実績

ごみの減量・再資源化に関する啓発活

動や情報提供

・食品ロス削減を促進するため、食品ロス削減の講座を実施（１回）

・プラスチックごみ削減のため、使い捨てコンタクトレンズの空ケースの回収（拠点数：8か所 回収量

128.07㎏）及び公共施設へのマイボトル用給水機の設置（28か所（29台設置））

・市報にごみ減量に関する記事を掲載

市民団体や事業者との連携・協働によ

る学校や地域の環境教育・環境学習の

実施

・資源循環エネルギーセンター、破砕選別工場等の見学（小学校の社会科見学等）を実施

（団体数：37団体　視察者数：1,948人）

・（公財）千里リサイクルプラザが環境学習発表会（学生が作成した環境に関する動画をWEBで公開）を

実施（１回）

環境マネジメントシステムの普及や事

業者向け啓発活動・情報提供活動の実

施

・多量排出占有者202事業者に対し、ごみ減量マニュアルの配布（202部）

・事業系ごみの減量・再資源化を促進するため、事業系一般廃棄物の排出量が1.5ｔ以上の事業者等を対象に

研修会を実施（回数：１回　参加者数：42社）

・事業所を訪問調査し、廃棄物の適切な排出方法や分別方法について、指導啓発及び情報提供（283回）

12種分別の徹底、ごみの減量や再資源

化を市民全体に浸透させるための仕組

みづくりの推進

・小学校に対し、パッカー車出前講座を実施（19校）

・市民、事業者、行政が三者協働でごみ減量・再資源化に取り組む「吹田市ごみ減量再資源化推進会議」に

て、意見交換を年２回実施

ごみの減量に向けた主な取組及び推移　No.2

環境部（5）



環境部環境政策室

ごみの減量に向けた主な取組及び推移　No.3
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過去5年間のごみの排出量及び市民1人1日当たりのごみの排出量
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114,456

市民1人1日当たり
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112,792

環境部（6）
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環廃対発第080619001号

平成20年6月19日

各都道府県廃棄物処理担当部(局)長殿

環境省大臣官房廃棄物･リサイクル対策部

廃棄物対策課長

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の規定に

基づくごみ処理基本計画の策定に当たっての指針について

一般廃棄物処理行政の推進については、かねてより種々ご尽力、ご協力いただいている

ところである。

さて、環境問題の重要性がますます高まっている中、ごみ処理行政において市町村の果

たすべき役割もますます大きくなっている。本年３月には循環型社会形成推進基本法(平

成12年法律第110号。以下「循環法」という。)に基づく循環型社会形成推進基本計画(以

下「循環計画」という。)が改定されたところである。改定循環計画においては、「環境保

全を前提とした循環型社会の形成」を軸に、低炭素社会･自然共生社会への取り組みとの

統合、地域循環圏の構築などを推進することとしている。

一般廃棄物の処理においても、昨年６月に提示した「一般廃棄物会計基準」、「市町村に

おける循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」及び「一般廃棄物処理

有料化の手引き」(以下総称して「３つのガイドライン」という。)を活用し、地域住民へ

の情報開示を行い、理解と協力を得ながら、3R化改革を進めるべきである。

これらの考え方を踏まえ、市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律

第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第６条第１項に規定する一般廃棄物の処理に関

する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を立案し、これに基づいて事業を実施す

ることができるよう、この度平成５年に策定されたごみ処理基本計画策定指針を改定する

こととした。

ついては、市町村の処理責任の性格等一般廃棄物処理計画の策定及び適用に当たっての

重要事項を下記のとおり取りまとめるとともに、ごみ処理に関する基本的な事項について

定める「ごみ処理基本計画策定指針」を別添のとおり策定したので、貴職におかれては、

これら重要事項やごみ処理基本計画策定指針について、貴管下市町村に対し周知徹底及び

指導方お願いしたい。

おって、平成5年3月15日付け衛環第83号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づくごみ処理基本計画の策定

に当たっての指針について」は廃止する。
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記

１．環境保全の重要性

廃棄物処理の制度に関しては、汚物掃除法、清掃法を経て、昭和45年のいわゆる公害国

会において廃棄物処理法が制定された。清掃法までは、「公衆衛生の向上」が目的とされ

てきたが、廃棄物処理法制定時に公害関係諸法に共通の「生活環境の保全」という目的が

加えられている。これは、高度経済成長期に経験した数多くの公害問題を克服するために

新たな理念として加えられたものである。以来、現在に至るまで廃棄物処理法の目的は、

第１条の目的規定にあるように「生活環境の保全及び公衆衛生の向上」である。そして、

これらを基盤としてはじめて循環型社会が存立し得るものである。

この度の循環計画の改定に当たっても、冒頭に「環境保全は、人類の生存基盤にかかわ

る極めて重要な課題」として、改めて環境保全の重要性を力説し、環境保全を前提とした

循環型社会の形成を標榜しているところである。

ついては、市町村の一般廃棄物行政におかれても、環境保全を前提とし、国民の安全、

安心が確保されることを軸として循環型社会の形成のための施策を推進されたい。

２．市町村の一般廃棄物処理責任の性格

廃棄物処理法上、市町村は、一般廃棄物の処理について、統括的な責任を有するものと

解されている。当該市町村が自ら処理を行う場合はもとより、他者に委託して行わせる場

合でも、その行為の責任は引き続き市町村が有するものである。

また、市町村における処理責任に照らすと、市町村は一般廃棄物の処理を他人に委託し

て行わせる場合、施行令第４条に規定する基準（以下「委託基準」という。)を遵守する

ことはもちろんのこと、受託者が廃棄物処理法施行令第３条に規定する基準(以下「一般

廃棄物処理基準」という。）に従った処理を行うよう、一般廃棄物の最終処分が終了する

までの適正な処理を確保しなければならないものである。委託処理する場合においては、

委託基準において、受託者の能力要件等に加え、「委託料が受託業務を遂行するに足りる

額であること」とされている等、環境保全の重要性及び一般廃棄物処理の公共性にかんが

み、経済性の確保等の要請よりも業務の確実な履行を重視しているものである。

さらに、受託者により一般廃棄物処理基準に適合しない収集運搬や処分が行われた場合、

市町村には一般廃棄物の統括的な処理責任があることにかんがみ、市町村は委託基準を遵

守したか否かにかかわらず、自ら生活環境の保全上の支障の除去や発生の防止のための措

置を講じるべきである。

以上のとおり、市町村の処理責任は極めて重いものであることを改めて認識されたい。

３．一般廃棄物処理計画の策定及び適用

廃棄物処理法第６条第１項及び第６条の２第１項に基づき、市町村は、当該市町村の区

域内の一般廃棄物処理計画を定めなければならず、かつ、それに従って当該区域内におけ

る一般廃棄物の処理を行わなければならない。

２．で述べたように、市町村は、一般廃棄物の統括的な処理責任の下、市町村自ら処理

する一般廃棄物のみならず、市町村以外の者が処理する一般廃棄物も含め、当該市町村で
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環廃対発第 1410081 号 

平成 26 年 10 月８日 

各都道府県知事・各政令市市長 殿 

 

 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長   

 

 

一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

の適正な運用の徹底について（通知） 

 

 

一般廃棄物処理行政の推進については、かねてより種々御尽力、御協力いた

だいているところである。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄

物処理法」という。）が目的とする生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る上

では、廃棄物の適正処理が基本であり、一般廃棄物の処理に関しては、その処

理全体について統括的な責任を有する市町村の役割が極めて重要である。 

市町村の処理責任の性格については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第

６条第１項の規定に基づくごみ処理基本計画の策定に当たっての指針につい

て」（平成 20 年６月 19 日付け環廃対発 第 080619001 号、環境省大臣官房廃棄

物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知。以下「６.19 通知」という。）で周

知したとおり、市町村自らが行う場合はもとより、市町村以外の者に委託して

行わせる場合でも、引き続き市町村が有するものである。また、許可業者に行

わせる場合にあっても、市町村が統括的な責任を有するものであり、一般廃棄

物処理計画にこれを位置付け、一般廃棄物の適正な処理の継続的かつ安定的な

実施が確保されるよう、業の許可の運用を行うことが重要である。 

この市町村以外の者に一般廃棄物処理業の許可を与えて行わせる場合の考え

方に関して、平成 26 年１月 28 日の最高裁判決（別添資料参照）において、市

町村長から一定の区域につき既に一般廃棄物処理業の許可又はその更新を受け

ている者は、当該区域を対象として他の者に対してされた一般廃棄物処理業の

許可処分又は許可更新処分について、その取消訴訟における原告適格を有する
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との判示がなされた。 

一方、市町村が処理委託した一般廃棄物に関連して、大規模な不適正処理事

案が発生しているが、依然として解決を見ないまま長期化している状況にある。 

このような状況を踏まえ、改めて下記事項に留意いただき、都道府県知事に

おかれては貴管内市町村に対し、廃棄物処理法の適正な運用の徹底のため周知

徹底及び指導方お願いしたい。 

 

記 

 

１．市町村の一般廃棄物処理責任の性格 

市町村は、その区域内における一般廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じな

いうちに廃棄物処理法施行令第３条各号に規定する基準（以下「処理基準」と

いう。）に従って処理を行い、最終処分が終了するまでの適正な処理を確保しな

ければならないという極めて重い責任を有する。このため、仮に不適正な処分

が行われた場合には、生活環境の保全上の支障の除去や発生の防止のために必

要な措置を講ずることが求められる。 

廃棄物処理法第６条の２第２項の規定における「市町村が行うべき一般廃棄物

の収集、運搬及び処分」とは、市町村自ら行う場合と市町村が委託により行う

場合の両方を指しており、両者を同様に扱っていることから、市町村の処理責

任については、市町村が自ら一般廃棄物の処理を行う場合のみならず、他者に

委託して処理を行わせる場合でも、市町村は引き続き同様の責任を負う。この

ため、市町村は、廃棄物処理法施行令第４条各号に規定する基準（以下「委託

基準」という。）に従った委託及び適切な内容の委託契約の締結等を通じて、受

託者が処理基準に従った処理を行うことを確保しなければならない。 

この場合の委託基準には、業務の遂行に足る施設、人員及び財政的基礎を有し、

業務に関する相当の経験を有する適切な者に対して委託すること等の受託者と

しての要件に加え、「受託料が受託業務を遂行するに足りる額であること」が定

められており、経済性の確保等の要請ではなく、業務の確実な履行を求める基

準であることに留意が必要である。 

また、結果的に、受託者による適正な処理の確保がなされなければ、その責任

は市町村が負うものであり、市町村が委託基準を遵守したか否かにかかわらず、

市町村は、受託者と連帯して生活環境の保全上の支障の除去や発生の防止のた
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めに必要な措置を講ずる必要がある。さらに、それらの措置が十分でない場合

には、市町村は自らそれらの措置を講ずる必要がある。 

以上のとおり、市町村の処理責任は極めて重いものであることを改めて認識さ

れたい。 

 

２．最高裁判決の趣旨 

平成 26 年１月 28 日の最高裁判決は、「廃棄物処理法において、一般廃棄物

処理業は専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付けられていない

ものといえる」としており、「一般廃棄物処理計画との適合性等に係る許可要

件に関する市町村長の判断に当たっては、その申請に係る区域における一般廃

棄物処理業の適正な運営が継続的かつ安定的に確保されるように、当該区域に

おける需給の均衡及びその変動による既存の許可業者の事業への影響を適切に

考慮することが求められる」との考えに基づき判断されたものである。 

したがって、仮に市町村長が一般廃棄物処理計画を踏まえた既存業者への事

業の影響等を適切に考慮せずに一般廃棄物処理業の許可処分又は許可更新処分

を行った場合には、既存業者からの訴えにより当該許可処分等は取り消される

可能性があるということになる。これは新たな許可処分に限定されるものでは

ないことにも留意する必要がある。 

当該判決は、これまで６.19 通知等により周知してきた廃棄物処理法の目的

及び趣意に沿ったものであることから、これを機に、一般廃棄物処理を市町村

以外の者に委託し又は許可を与えて行わせる場合を含めて、廃棄物処理法の目

的及び趣意を改めて認識の上、一般廃棄物処理計画の適正な策定及び運用をな

されたい。 
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平成26年１月28日 最高裁第三小法廷判決  

「一般廃棄物処理業許可取消等、損害賠償請求事件」判決理由抜粋 

 

① 「一般廃棄物処理業は，市町村の住民の生活に必要不可欠な公共性の高い事

業であり，その遂行に支障が生じた場合には，市町村の区域の衛生や環境が

悪化する事態を招来し，ひいては一定の範囲で市町村の住民の健康や生活環

境に被害や影響が及ぶ危険が生じ得るものであって，その適正な運営が継続

的かつ安定的に確保される必要がある上，一般廃棄物は人口等に応じておお

むねその発生量が想定され，その業務量には一定の限界がある。廃棄物処理

法が，業務量の見込みに応じた計画的な処理による適正な事業の遂行の確保

についての統括的な責任を市町村に負わせているのは，このような事業の遂

行に支障を生じさせないためである。」 

 

② 「市町村長が一般廃棄物処理業の許可を与え得るのは，当該市町村による一

般廃棄物の処理が困難である場合に限られており，これは，一般廃棄物の処

理が本来的には市町村がその責任において自ら実施すべき事業であるため，

その処理能力の限界等のために市町村以外の者に行わせる必要がある場合

に初めてその事業の許可を与え得るとされたものであると解されること，上

記のとおり一定の区域内の一般廃棄物の発生量に応じた需給状況の下にお

ける適正な処理が求められること等からすれば，廃棄物処理法において，一

般廃棄物処理業は，専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付け

られていないものといえる。」 

 

③ 「市町村長から、一定の区域につき既に一般廃棄物処理業の許可又はその更

新を受けている者がある場合に、当該区域を対象として他の者に対してされ

た一般廃棄物処理業の許可又はその更新が、当該区域における需給の均衡及

びその変動による既存の許可業者の事業への影響についての適切な考慮を

欠くものであるならば、許可業者の濫立により需給の均衡が損なわれ、その

経営が悪化して事業の適正な運営が害され、これにより当該区域の住民の健

康や生活環境に被害や影響が及ぶ危険が生じ得るものといえる。」 
 

④ 「一般廃棄物処理計画との適合性等に係る許可要件に関する市町村長の判

断に当たっては、その申請に係る区域における一般廃棄物処理業の適正な運

営が継続的かつ安定的に確保されるように、当該区域における需給の均衡及

びその変動による既存の許可業者の事業への影響を適切に考慮することが

求められるものというべきである。」 
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－2－ 
 

 
⑤ 「市町村長から一定の区域につき既に廃棄物処理法第７条に基づく一般廃

棄棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又はその更新を受けている

者は、当該区域を対象として他の者に対してされた一般廃棄物収集運搬業又

は一般廃棄物処分業の許可処分又は許可更新処分について、その取消しを求

めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格

を有する。」 
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環境部事業課

（単位：戸）

鍵本産業㈱ 大道興業㈱ ㈱大建工業所 西川清掃㈱ ㈱石原産業 ㈱NANBU 北大阪清掃㈱ ㈱村尾興業 ㈱マルサン 都市クリエイト㈱

平成19年度
（2007年度）

18,806 18,232 19,388 18,370 8,126 7,826 7,912 8,034 8,011 8,289 124,994

平成20年度
（2008年度）

19,336 18,362 19,796 18,494 8,481 7,815 7,934 8,185 8,315 8,379 125,097

平成21年度
（2009年度）

19,720 18,418 20,514 18,655 8,633 - 7,995 8,268 8,586 8,396 119,185

平成22年度
（2010年度）

21,402 18,575 22,238 18,535 10,033 2,969 9,618 13,164 8,696 8,499 133,729

平成23年度
（2011年度）

21,690 18,572 22,252 18,640 10,217 8,370 9,680 13,197 8,796 8,610 140,024

平成24年度
（2012年度）

20,710 18,594 20,741 18,862 10,629 9,595 9,608 11,411 10,088 10,497 140,735

平成25年度
（2013年度）

20,939 18,665 20,872 19,009 10,847 9,660 9,619 11,414 10,143 10,730 141,898

平成26年度
（2014年度）

21,292 19,777 20,725 19,595 11,381 9,213 9,799 11,184 10,279 10,608 143,853

平成27年度
（2015年度）

21,665 19,975 21,131 19,895 11,512 9,506 10,009 11,241 10,436 10,722 146,092

平成28年度
（2016年度）

22,154 20,101 21,768 20,065 11,788 9,712 10,178 11,320 10,608 10,983 148,677

平成29年度
（2017年度）

22,526   20,283   22,088   20,296   11,989   9,883    10,324   11,457   10,674   11,122   150,642       

平成30年度
（2018年度）

23,080   20,331   22,391   20,401   12,273   9,657    10,332   11,504   10,676   11,250   151,895       

令和元年度
（2019年度）

23,502   20,346   22,502   20,440   12,573   9,664    10,329   11,832   10,928   11,284   153,400       

令和2年度
（2020年度）

23,989 20,561 22,743 20,720 12,727 9,653 10,448 12,041 11,229 11,282 155,393

令和3年度
（2021年度）

24,701 20,802 23,081 21,033 12,851 9,822 10,587 12,523 11,356 11,426 158,182

過去15年間家庭系ごみ収集戸数の推移（各年度4月分）

合　計
委　　　　託
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収集量

(燃焼ごみ)
14,019.5㎏ 1,396.1㎏ 4,209.6㎏ 2,372.4㎏ 1,600.9㎏ 802.2㎏ 2,874.6㎏ 673.2㎏ 377.9㎏ 2,478.4㎏ 30,804.9㎏

割合 45.5% 4.5% 13.7% 7.7% 5.2% 2.6% 9.3% 2.2% 1.2% 8.0% 100.0%

件数 2,141件 440件 596件 619件 374件 103件 222件 165件 78件 259件 4,997件

割合 42.8% 8.8% 11.9% 12.4% 7.5% 2.1% 4.4% 3.3% 1.6% 5.2% 100.0%

収集量

(燃焼ごみ)
12,391.3㎏ 1,294.3㎏ 3,947.8㎏ 2,261.6㎏ 1,426.2㎏ 713.8㎏ 2,200.1㎏ 798.2㎏ 327.3㎏ 2,140.7㎏ 27,501.2㎏

割合 45.1% 4.7% 14.4% 8.2% 5.2% 2.6% 8.0% 2.9% 1.2% 7.8% 100.0%

件数 2,149件 435件 626件 628件 373件 108件 224件 161件 77件 252件 5,033件

割合 42.7% 8.7% 12.4% 12.5% 7.4% 2.1% 4.5% 3.2% 1.5% 5.0% 100.0%

収集量

（燃焼ごみ）
12,299.4㎏ 1,276.3㎏ 4,359.9㎏ 2,212.5㎏ 1,477.3㎏ 569.4㎏ 2,310.2㎏ 511.9㎏ 337.6㎏ 2,200.1㎏ 27,554.7㎏

割合 44.6% 4.6% 15.8% 8.0% 5.4% 2.1% 8.4% 1.9% 1.2% 8.0% 100.0%

件数 2,142件 433件 643件 636件 368件 114件 223件 168件 80件 252件 5,059件

割合 42.3% 8.6% 12.7% 12.6% 7.3% 2.2% 4.4% 3.3% 1.6% 5.0% 100.0%

令和２年度

（2020年度）

令和３年度

（2021年度）

令和元年度

（2019年度）

事業系一般廃棄物に係る許可業者別収集量及び契約件数の推移（過去3年間）

環境部事業課

鍵本産業㈱ 大道興業㈱ ㈱大建工業所 西川清掃㈱ ㈱石原産業 ㈱NANBU 北大阪清掃㈱ ㈱村尾興業 合計㈱マルサン 都市ｸﾘｴｲﾄ㈱
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環境部事業課

鍵本産業㈱ 大道興業㈱ ㈱大建工業所 西川清掃㈱ 吹田環境開発㈱ ㈱石原産業 ㈱NANBU 北大阪清掃㈱ ㈱村尾興業 ㈱マルサン 都市クリエイト㈱

世帯数 26,703 20,029 20,293 19,950 19,783 18,636 - - - - - - 125,394

割　合 21.3% 16.0% 16.2% 15.9% 15.8% 14.9% - - - - - - 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - - -

世帯数 26,951 20,365 20,551 20,023 20,063 18,815 - - - - - - 126,768

割　合 21.3% 16.1% 16.2% 15.8% 15.8% 14.8% - - - - - - 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - - -

世帯数 27,325 20,347 20,488 19,958 20,033 18,752 - - - - - - 126,903

割　合 21.5% 16.0% 16.1% 15.7% 15.8% 14.8% - - - - - - 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - - -

世帯数 27,549 20,502 20,612 20,110 20,064 19,515 - - - - - - 128,352

割　合 21.4% 16.0% 16.1% 15.7% 15.6% 15.2% - - - - - - 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - - -

世帯数 27,370 21,208 20,972 20,471 20,421 20,228 - - - - - - 130,670

割　合 20.9% 16.2% 16.0% 15.7% 15.6% 15.5% - - - - - - 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - - -

世帯数 27,304 21,688 21,505 20,730 20,625 21,454 - - - - - - 133,306

割　合 20.5% 16.3% 16.1% 15.6% 15.5% 16.1% - - - - - - 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - - -

世帯数 27,134 21,996 21,934 20,937 20,852 22,241 - - - - - - 135,094

割　合 20.1% 16.3% 16.2% 15.5% 15.4% 16.5% - - - - - - 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - - -

世帯数 27,403 20,175 19,563 20,038 19,709 22,822 1,367 1,226 1,432 1,318 1,370 1,301 137,724

割　合 19.9% 14.6% 14.2% 14.5% 14.3% 16.6% 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - - -

世帯数 27,413 20,413 19,685 20,509 19,902 23,386 1,369 1,270 1,487 1,309 1,336 1,339 139,418

割　合 19.7% 14.6% 14.1% 14.7% 14.3% 16.8% 1.0% 0.9% 1.1% 0.9% 1.0% 1.0% 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - - -

世帯数 27,686 17,606 16,604 17,657 16,970 23,812 3,567 3,666 3,371 3,454 3,491 3,501 141,385

割　合 19.6% 12.5% 11.7% 12.5% 12.0% 16.8% 2.5% 2.6% 2.4% 2.4% 2.5% 2.5% 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - - -

世帯数 27,601 15,958 15,639 15,923 15,809 24,227 4,525 4,573 4,679 4,721 4,606 4,553 142,814

割　合 19.3% 11.2% 11.0% 11.1% 11.1% 17.0% 3.2% 3.2% 3.3% 3.3% 3.2% 3.2% 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - - -

燃焼ごみ、リサイクルごみの収集事業における、事業開始後からの年度ごとの委託先一覧、委託料、全体の割合　No.1

※ 割合・委託料（税抜き）については表示単位未満で四捨五入しているため合計と内訳の合計は合致しない場合があります。

※ 委託戸数は各年度４月分です。

平成14年度
（2002年度）

平成4年度
（1992年度）

平成5年度
（1993年度）

平成6年度
（1994年度）

　　　　　（単位：戸・千円）

直営
委　　　　託　　　先

合　計

平成13年度
（2001年度）

平成7年度
（1995年度）

平成8年度
（1996年度）

平成9年度
（1997年度）

平成10年度
（1998年度）

平成11年度
（1999年度）

平成12年度
（2000年度）
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環境部事業課

鍵本産業㈱ 大道興業㈱ ㈱大建工業所 西川清掃㈱ 吹田環境開発㈱ ㈱石原産業 ㈱NANBU 北大阪清掃㈱ ㈱村尾興業 ㈱マルサン 都市クリエイト㈱

世帯数 27,793 16,272 15,848 16,590 15,873 24,542 4,565 4,637 4,746 4,840 4,857 4,612 145,175

割　合 19.1% 11.2% 10.9% 11.4% 10.9% 16.9% 3.1% 3.2% 3.3% 3.3% 3.3% 3.2% 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - - -

世帯数 27,770 15,799 15,634 16,233 15,778 23,592 5,511 5,218 5,082 5,321 5,169 5,796 146,903

割　合 18.9% 10.8% 10.6% 11.1% 10.7% 16.1% 3.8% 3.6% 3.5% 3.6% 3.5% 3.9% 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - - -

世帯数 27,819 16,172 15,621 16,451 15,750 23,881 5,571 5,227 5,059 5,381 5,231 5,871 148,034

割　合 18.8% 10.9% 10.6% 11.1% 10.7% 16.1% 3.8% 3.5% 3.4% 3.6% 3.5% 4.0% 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - - -

世帯数 27,678 18,763 18,185 19,117 18,232 7,979 7,774 7,613 7,865 7,787 8,241 149,234

割　合 18.5% 12.6% 12.2% 12.8% 12.2% 5.3% 5.2% 5.1% 5.3% 5.2% 5.5% 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - -

世帯数 27,580 18,806 18,232 19,388 18,370 8,126 7,826 7,912 8,034 8,011 8,289 150,574

割　合 18.3% 12.5% 12.1% 12.9% 12.2% 5.4% 5.2% 5.3% 5.3% 5.3% 5.5% 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - -

世帯数 27,291 19,336 18,362 19,796 18,494 8,481 7,815 7,934 8,185 8,315 8,379 152,388

割　合 17.9% 12.7% 12.0% 13.0% 12.1% 5.6% 5.1% 5.2% 5.4% 5.5% 5.5% 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - -

世帯数 34,843 19,720 18,418 20,514 18,655 8,633 - 7,995 8,268 8,586 8,396 154,028

割　合 22.6% 12.8% 12.0% 13.3% 12.1% 5.6% - 5.2% 5.4% 5.6% 5.5% 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - -

世帯数 20,971 21,402 18,575 22,238 18,535 10,033 2,969 9,618 13,164 8,696 8,499 154,700

割　合 13.6% 13.8% 12.0% 14.4% 12.0% 6.5% 1.9% 6.2% 8.5% 5.6% 5.5% 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - -

世帯数 16,061 21,690 18,572 22,252 18,640 10,217 8,370 9,680 13,197 8,796 8,610 156,085

割　合 10.3% 13.9% 11.9% 14.3% 11.9% 6.5% 5.4% 6.2% 8.5% 5.6% 5.5% 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - -

世帯数 16,893 20,710 18,594 20,741 18,862 10,629 9,595 9,608 11,411 10,088 10,497 157,628

割　合 10.7% 13.1% 11.8% 13.2% 12.0% 6.7% 6.1% 6.1% 7.2% 6.4% 6.7% 100.0%

委託料(税抜き) - - - - - - - - - - - -

割　合 - - - - - - - - - - - -

世帯数 17,323 20,939 18,665 20,872 19,009 10,847 9,660 9,619 11,414 10,143 10,730 159,221

割　合 10.9% 13.2% 11.7% 13.1% 11.9% 6.8% 6.1% 6.0% 7.2% 6.4% 6.7% 100.0%

委託料(税抜き) - 231,870 210,067 227,747 210,514 121,457 103,538 106,015 123,905 111,192 116,663 1,562,968

割　合 - 14.8% 13.4% 14.6% 13.5% 7.8% 6.6% 6.8% 7.9% 7.1% 7.5% 100.0%

燃焼ごみ、リサイクルごみの収集事業における、事業開始後からの年度ごとの委託先一覧、委託料、全体の割合　No.2
　　　　　（単位：戸・千円）

平成22年度
（2010年度）

平成23年度
（2011年度）

平成24年度
（2012年度）

平成25年度
（2013年度）

平成15年度
（2003年度）

平成16年度
（2004年度）

平成17年度
（2005年度）

直営
委　　　　託　　　先

合　計

※ 割合・委託料（税抜き）については表示単位未満で四捨五入しているため合計と内訳の合計は合致しない場合があります。

※ 委託戸数は各年度４月分です。

平成20年度
（2008年度）

平成21年度
（2009年度）

平成19年度
（2007年度）

平成18年度
（2006年度）
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環境部事業課

鍵本産業㈱ 大道興業㈱ ㈱大建工業所 西川清掃㈱ 吹田環境開発㈱ ㈱石原産業 ㈱NANBU 北大阪清掃㈱ ㈱村尾興業 ㈱マルサン 都市クリエイト㈱

世帯数 17,635 21,292 19,777 20,725 19,595 11,381 9,213 9,799 11,184 10,279 10,608 161,488

割　合 10.9% 13.2% 12.2% 12.8% 12.1% 7.0% 5.7% 6.1% 6.9% 6.4% 6.6% 100.0%

委託料(税抜き) - 235,328 216,918 228,123 216,132 125,264 101,583 108,448 122,467 113,250 116,635 1,584,146

割　合 - 14.9% 13.7% 14.4% 13.6% 7.9% 6.4% 6.8% 7.7% 7.1% 7.4% 100.0%

世帯数 17,624 21,665 19,975 21,131 19,895 11,512 9,506 10,009 11,241 10,436 10,722 163,716

割　合 10.8% 13.2% 12.2% 12.9% 12.2% 7.0% 5.8% 6.1% 6.9% 6.4% 6.5% 100.0%

委託料(税抜き) - 239,348 218,754 233,387 218,428 126,617 105,155 110,587 123,328 114,956 119,039 1,609,597

割　合 - 14.9% 13.6% 14.5% 13.6% 7.9% 6.5% 6.9% 7.7% 7.1% 7.4% 100.0%

世帯数 17,975 22,154 20,101 21,768 20,065 11,788 9,712 10,178 11,320 10,608 10,983 166,652

割　合 10.8% 13.3% 12.1% 13.1% 12.0% 7.1% 5.8% 6.1% 6.8% 6.4% 6.6% 100.0%

委託料(税抜き) - 244,189 220,409 239,610 220,334 130,197 106,829 112,126 125,223 116,003 120,789 1,635,709

割　合 - 14.9% 13.5% 14.6% 13.5% 8.0% 6.5% 6.9% 7.7% 7.1% 7.4% 100.0%

世帯数 18,002 22,526 20,283 22,088 20,296 11,989 9,883 10,324 11,457 10,674 11,122 168,644

割　合 10.7% 13.4% 12.0% 13.1% 12.0% 7.1% 5.9% 6.1% 6.8% 6.3% 6.6% 100.0%

委託料(税抜き) - 249,132 221,710 242,660 222,414 132,484 106,631 112,806 125,413 116,906 122,395 1,652,551

割　合 - 15.1% 13.4% 14.7% 13.5% 8.0% 6.5% 6.8% 7.6% 7.1% 7.4% 100.0%

世帯数 18,165 23,080 20,331 22,391 20,401 12,273 9,657 10,332 11,504 10,676 11,250 170,060

割　合 10.7% 13.6% 12.0% 13.2% 12.0% 7.2% 5.7% 6.1% 6.8% 6.3% 6.6% 100.0%

委託料(税抜き) - 252,458 220,147 243,886 220,825 134,954 105,081 111,445 126,904 117,036 122,017 1,654,752

割　合 - 15.3% 13.3% 14.7% 13.3% 8.2% 6.4% 6.7% 7.7% 7.1% 7.4% 100.0%

世帯数 18,264 23,502 20,346 22,502 20,440 12,573 9,664 10,329 11,832 10,928 11,284 171,664

割　合 10.6% 13.7% 11.9% 13.1% 11.9% 7.3% 5.6% 6.0% 6.9% 6.4% 6.6% 100.0%

委託料(税抜き) - 256,890 221,066 243,586 222,014 137,065 104,025 111,872 129,228 120,443 122,290 1,668,480

割　合 - 15.4% 13.2% 14.6% 13.3% 8.2% 6.2% 6.7% 7.7% 7.2% 7.3% 100.0%

世帯数 18,659 23,989 20,561 22,743 20,720 12,727 9,653 10,448 12,041 11,229 11,282 174,052

割　合 10.7% 13.8% 11.8% 13.1% 11.9% 7.3% 5.5% 6.0% 6.9% 6.5% 6.5% 100.0%

委託料(税抜き) - 262,728 222,980 247,998 225,210 138,057 104,495 113,220 131,615 122,462 122,959 1,691,724

割　合 - 15.5% 13.2% 14.7% 13.3% 8.2% 6.2% 6.7% 7.8% 7.2% 7.3% 100.0%

世帯数 18,970 24,701 20,802 23,081 21,033 12,851 9,822 10,587 12,523 11,356 11,426 177,152

割　合 10.7% 13.9% 11.7% 13.0% 11.9% 7.3% 5.5% 6.0% 7.1% 6.4% 6.4% 100.0%

委託料(税抜き) - 269,034 225,986 250,136 229,883 140,047 107,017 114,349 136,438 123,586 124,266 1,720,741

割　合 - 15.6% 13.1% 14.5% 13.4% 8.1% 6.2% 6.6% 7.9% 7.2% 7.2% 100.0%

燃焼ごみ、リサイクルごみの収集事業における、事業開始後からの年度ごとの委託先一覧、委託料、全体の割合　No.3

※ 委託戸数は各年度４月分です。

　　　　　（単位：戸・千円）

令和2年度
（2020年度）

令和3年度
（2021年度）

平成26年度
（2014年度）

直営
委　　　　託　　　先

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

※ 割合・委託料（税抜き）については表示単位未満で四捨五入しているため合計と内訳の合計は合致しない場合があります。

合　計

令和元年度
（2019年度）

平成27年度
（2015年度）

平成28年度
（2016年度）

環境部（69）



環境部資源循環エネルギーセンター

(単位：mg/kg)

吹田市 西宮市 尼崎市 豊中市 高槻市

金 43 ― ― ― ―

銀 259 ― ― ― ―

銅 97,405 ― ― ― ―

パラジウム 9 ― ― ― ―

白金 12 ― ― ― ―

ニッケル 13,894 ― ― ― ―

　ありませんとのことでした。

本市におけるメタルに含有するレアメタルの量及び

４市（西宮市、尼崎市、豊中市、高槻市）との比較

環境部（70）

※ヒアリング調査の結果、本市以外では溶融設備がなく、また、他の抽出方法でのメタルの生成は

※レアメタルの含有量は、令和３年度（2021年度）本市と入札参加業者が測定した平均値としています。



  環境部資源循環エネルギーセンター 

環境部（71） 

 

令和 3 年度（2021 年度）灰溶融炉の費用対効果の状況 No.１ 

 

1 維持管理にかかる費用 

 

内容 金額(円) 

(1)消耗品及び整備経費 286,134,571 

(2)薬品関係経費 26,493,328 

(3)残灰(スラグ)処理経費 12,993,992 

(4)飛灰(飛灰固化物)処理経費 14,646,104 

(5)溶融飛灰(山元還元)処理経費 29,147,503 

合  計 369,415,498 

   

2 効果 

(1)リサイクル率への寄与 

  第３次環境基本計画においてリサイクル率目標 25.6％を掲げており、令和３年度（2021 年度）はリサイクル率 15.7％であり、そ

のうち溶融スラグ等の利用により 1.4%程度寄与しています。 

 

 

 

 



環境部資源循環エネルギーセンター 

環境部（72） 

 

令和 3 年度（2021 年度）灰溶融炉の費用対効果の状況 No.２ 

 

(2)資源回収量及び売却金額 

  

 利用量(ｔ) 売却金額(円) 

スラグ 1,585 158,444 

メタル 120 24,102,870 

山元還元灰 541 （逆有償のため前表に表記） 

合計 2,246 24,261,314 

   

(3)最終処分場への負荷軽減及び支出削減効果 

 ア 最終処分場での処分量の削減 

  溶融スラグの利用は約 1,600ｔであり、最終処分場に搬送処分する焼却灰等に換算すると約 2,300ｔの負荷軽減となっています。 

 イ 支出削減 

  削減効果額：30,284,100 円 

  

(4)溶融スラグの有効利用による資源循環社会への貢献 

溶融スラグを生成しインターロッキングブロックや管巻き材(埋め戻し材) として活用することにより、ごみのリサイクルを可能

とし、持続可能な資源循環社会の実現に寄与しています。   



都市計画部資料





部 名
ペ ー ジ
番 号

資　料　名

都市計画 1 過去９年間の吹田市開発ビル株式会社に関する各年度の事業報告における決算書、人件費及び職員数の一覧 斎藤

都市計画 2～4 南吹田駅まちづくり推進市民協議会の設立当初からの活動内容及び同協議会への支援内容 川本

都市計画 5 民間住宅の耐震化の進捗状況及び耐震化補助の利用状況 村口 斎藤

都市計画 6 共同住宅等の耐震化状況（令和２年度（2020年度）時点） 後藤

都市計画 7 過去７年間の確認申請及び計画通知の推移 斎藤

都市計画 8 過去７年間の違反建築物等の監察実施状況等 斎藤

都市計画 9 耐震化促進事業に係る取組状況 斎藤

都市計画 10～11 過去３年間における耐震診断補助を受けて耐震設計補助、耐震改修補助に進んだ件数 斎藤

都市計画 12 空家等対策計画策定後の空家対策実績一覧 村口

都市計画 13 市営住宅跡地の活用についての検討内容及び進捗状況 村口

都市計画 14 過去５年間における住宅政策室の未利用の行政財産と普通財産の変遷 後藤

都市計画 15～20 令和３年度（2021年度）行政財産の目的外使用一覧 後藤

都市計画 21～22 令和３年度（2021年度）未利用あるいはそれに準ずる市有地一覧（50㎡以上） 川本 矢野

要求委員名





都市計画部都市計画室

単位（円、人）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

（2012年度） （2013年度） （2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度） （2020年度）

第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期

899,878,906 921,628,795 933,975,346 858,325,666 839,454,601 773,069,852 766,919,617 754,012,184 743,736,924

（前年度比） ― (102.4%) (101.3%) (91.9%) (97.8%) (92.1%) (99.2%) (98.3%) (98.6%)

受取賃貸料 ― ― 715,546,782 653,085,604 656,585,885 589,937,895 584,405,135 583,297,207 572,390,108

駐車場収入 ― ― 161,856,707 153,271,037 137,602,633 138,392,921 138,290,291 131,647,882 131,069,073

ホール会議室収入 ― ― 23,341,396 22,479,299 23,516,880 23,286,215 22,330,960 16,927,565 19,911,144

受取手数料 ― ― 2,810,592 1,908,383 1,596,896 919,203 562,866 1,916,566 1,172,852

受託収入 ― ― 5,449,692 4,407,010 ― ― ― ― ―

管理手数料 ― ― 24,970,177 23,174,333 20,152,307 20,533,618 21,330,365 20,222,964 19,193,747

195,937,163 188,989,350 189,766,807 165,854,091 128,540,879 117,389,298 116,276,453 113,259,248 108,633,609

703,941,743 732,639,445 744,208,539 692,471,575 710,913,722 655,680,554 650,643,164 640,752,936 635,103,315

（前年度比） ― (104.1%) (101.6%) (93.0%) (102.7%) (92.2%) (99.2%) (98.5%) (99.1%)

454,258,287 450,377,037 475,026,849 470,332,549 448,549,655 433,437,367 420,071,281 417,760,239 414,484,120

― ― 92,692,908 83,193,153 80,029,419 80,439,352 79,499,456 83,242,016 86,462,495

役員報酬 ― ― 10,200,000 10,200,000 8,800,000 4,300,000 3,840,000 12,112,513 11,720,640

給料手当 ― ― 50,864,686 45,760,726 43,608,457 44,674,910 43,806,191 41,444,928 44,378,883

賞与 ― ― 15,430,571 13,174,137 13,073,569 14,727,684 13,579,572 12,650,896 12,966,462

退職金引当金繰入 ― ― 3,855,842 2,896,745 3,918,465 6,478,302 7,650,120 6,224,705 5,640,345

法定福利費 ― ― 12,007,201 10,821,310 10,354,459 10,049,479 10,420,103 10,609,781 11,571,955

福利厚生費 ― ― 334,608 340,235 274,469 208,977 203,470 199,193 184,210

― ― 382,333,941 387,139,396 368,520,236 352,998,015 340,571,825 334,518,223 328,021,625

249,683,456 282,262,408 269,181,690 222,139,026 262,364,067 222,243,187 230,571,883 222,992,697 220,619,195

（前年度比） ― (113.0%) (95.4%) (82.5%) (118.1%) (84.7%) (103.7%) (96.7%) (98.9%)

125,162,111 163,336,041 163,987,773 123,482,853 170,084,610 179,816,269 194,685,080 189,999,518 190,969,187

82,353,611 99,085,049 156,595,394 30,229,620 104,141,079 122,020,639 131,040,215 123,581,987 125,765,693

（前年度比） ― (120.3%) (158.0%) (19.3%) (344.5%) (117.2%) (107.4%) (94.3%) (101.8%)

8 9 9 9 9 8 8 9 9

取締役（常勤） 2 2 2 2 2 1 1 2 2

取締役（非常勤） 4 5 5 5 5 5 5 5 5

監査役（非常勤） 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11 10 9 8 8 8 7 8 7

過去９年間の吹田市開発ビル株式会社に関する各年度の事業報告における決算書、人件費及び職員数の一覧

※吹田市開発ビル株式会社の会計年度は当年10月１日から翌年９月30日までの期間。

※吹田市長の調査等の対象となる法人を定める条例（平成24年(2012年)６月15日施行）に基づき、議会に報告された資料による。

営業利益

経常利益

税引後当期利益

職

員

数

役員

決

算

書

（

損

益

計

算

書

）

人件費

その他経費

営業原価

売上総利益

経費

都市計画部（ １ ）

営業収入

従業員

年度

項目



都市計画部計画調整室 

都市計画部 ( ２ ) 

 

南吹田駅まちづくり推進市民協議会の設立当初からの活動内容及び同協議会への支援内容 No.１ 

 

項目  

年度 
主な活動内容（協議会） 主な支援内容（吹田市） 決算額 

平成 21年度 

（2009年度） 

・南吹田駅まちづくり推進市民協議会発足に向けた準備 

・設立総会 

南吹田地域まちづくりアドバイザー派遣要

領（以下、「要領」という。）に基づくアド

バイザー派遣（計 5回） 

主に役員会・協議会への派遣（以下同様） 

132,000円  

平成 22年度 

（2010年度） 

・まちづくりの進め方の学習 

・寄せ植え講習会の実施 

・まちづくりニュースの発行（第 1号） 

要領に基づくアドバイザー派遣（計 3回） 49,500円  

平成 23年度 

（2011年度） 

・新駅周辺まちづくりについての学習 

・公園のルールづくりについての学習 

・まちづくりニュースの発行（第 2号） 

要領に基づくアドバイザー派遣（計 8回） 132,000円  

平成 24年度 

（2012年度） 

・他市の協議会活動取組についての学習 

・まちづくり井戸端会議の実施 

・まちづくりニュースの発行（第 3号） 

要領に基づくアドバイザー派遣（計 10回） 165,000円  

平成 25年度 

（2013年度） 

・企業・住民共存のまちづくり活動についての学習 

・まちづくり井戸端会議の実施 

・まちづくりニュースの発行（第 4号） 

要領に基づくアドバイザー派遣（計 9回） 132,000円  

平成 26年度 

（2014年度） 

・駅前デッキの利活用についての学習 

・上新田公園でのイルミネーション＆ナイトカフェの実施 

・まちづくりニュースの発行（第 5号） 

要領に基づくアドバイザー派遣（計 7回） 110,000円  

 

 



都市計画部計画調整室 

都市計画部 ( ３ ) 

 

南吹田駅まちづくり推進市民協議会の設立当初からの活動内容及び同協議会への支援内容 No.２ 

 

項目  

年度 
主な活動内容（協議会） 主な支援内容（吹田市） 決算額 

平成 27年度 

（2015年度） 

・イルミネーションやオープンカフェの取組についての学習 

・上新田公園でのイルミネーション＆ナイトカフェの実施 

・まちづくりニュースの発行（第 6号） 

要領に基づくアドバイザー派遣（計 8回） 132,000円  

平成 28年度 

（2016年度） 

・駅前広場のエリアマネジメントについての学習 

・上新田公園でのイルミネーション＆ナイトカフェの実施 

・緑化重点地区計画に係る協議、モニュメントに係る協議に参加 

・まちづくりニュースの発行（第 7号） 

要領に基づくアドバイザー派遣（計 8回） 132,000円  

平成 29年度 

（2017年度） 

・地域参加型イベント「駅のある南吹田を考える」の開催 

・南吹田駅かいわいまちづくりマナーブック（以下、「マナーブ

ック」という。）作成についての学習 

・上新田公園でのイルミネーション＆ナイトカフェの実施 

・緑化重点地区計画に係る協議、モニュメントに係る協議に参加 

・まちづくりニュースの発行（第 8号） 

吹田市景観アドバイザー派遣要領に基づく

アドバイザー派遣（計 1回） 

・・・地域参加型イベントへの派遣 

（16,500円） 

要領に基づくアドバイザー派遣（計 8回） 132,000円  

平成 30年度 

（2018年度） 

・マナーブックの作成 

・地域参加型イベント「南吹田駅まちづくり懇談会」の開催 

・上新田公園でのイルミネーション＆ナイトカフェの実施 

・南吹田駅開業イベントの実施 

・まちづくりニュースの発行（第 9号） 

『南吹田新駅周辺地域における景観まちづ

くり意識向上事業』に対して吹田市景観ま

ちづくり活動補助金の交付 

・・・マナーブック作成に際して補助 

（50,000円） 

要領に基づくアドバイザー派遣（計 8回） 132,000円  



都市計画部計画調整室 

都市計画部 ( ４ ) 

 

南吹田駅まちづくり推進市民協議会の設立当初からの活動内容及び同協議会への支援内容 No.３ 

 

項目  

年度 
主な活動内容（協議会） 主な支援内容（吹田市） 決算額 

令和元年度 

（2019年度） 

・地域参加型イベント「マナーブック勉強会」の実施（全３回） 

・駅前広場でのイルミネーション＆ナイトカフェの実施 

・まちづくりニュースの発行（第 10号） 

吹田市景観アドバイザー派遣要領に基づく

アドバイザー派遣（計 1回） 

・・・第３回マナーブック勉強会への派遣 

（16,500円） 

要領に基づくアドバイザー派遣（計 6回） 

※令和元年度（2019年度）末に要領廃止 
99,000円  

令和 2年度 

（2020年度） 

・南吹田駅周辺６公園再整備ワークショップに参加 

・駅前広場でのイルミネーションの実施 

・まちづくりニュースの発行（第 11号） 

・要領廃止に伴い、令和 2年度（2020年度） 

より予算事業なし。 

・職員による協議会活動に係る支援（会議資

料の作成等）を継続実施。 

－ 

令和 3年度 

（2021年度） 
・駅前広場でのイルミネーションの実施 

 

 

要領に基づく派遣回数  計 

上記派遣に係る決算額  計 

その他支援決算額（景観）計 

合計 

 

80回 

1,347,500円 

（83,000円 

1,430,500円 

 

（11年間） 

（11年間） 

） 

 

※同協議会は、「南吹田地域まちづくり会議（吹田市事務局）」が平成 20年（2008年）3月に取りまとめた「南吹田地域まちづくり構想」の実現に

向け、平成 22年（2010年）3月に地域住民と地域企業が設立した会議体です。なお、令和 3年度末（2021年度末）をもって解散されました。 

 

 

  



都市計画部開発審査室

　　　住宅　90.7%（木造住宅　81.0%、共同住宅等　93.6%）

0 件 0 円 0 件 0 円 1 件 1,000,000 円 0 件 0 円 0 件 0 円

4 件 201 戸 3,450,000 円 0 件 0 戸 0 円 0 件 0 戸 0 円 0 件 0 戸 0 円 1 件 32 戸 1,000,000 円

29 件 44 戸 1,754,000 円 84 件 102 戸 4,171,000 円 55 件 56 戸 2,474,000 円 18 件 25 戸 996,000 円 35 件 37 戸 1,789,000 円

0 件 0 戸 0 円 4 件 343 戸 8,000,000 円 0 件 0 戸 0 円

12 件 12 戸 1,200,000 円 28 件 28 戸 2,800,000 円 18 件 18 戸 1,756,000 円 11 件 11 戸 1,100,000 円 9 件 9 戸 900,000 円

0 件 0 戸 0 円 0 件 0 戸 0 円 0 件 0 戸 0 円

21 件 21 戸 12,800,000 円 36 件 37 戸 21,100,000 円 49 件 58 戸 36,950,000 円 23 件 30 戸 20,100,000 円 27 件 29 戸 17,600,000 円

うち除却分 9 件 9 戸 3,600,000 円 19 件 20 戸 8,000,000 円 17 件 26 戸 10,350,000 円 7 件 7 戸 2,800,000 円 13 件 13 戸 5,200,000 円

0 件 0 戸 0 円 0 件 0 戸 0 円 0 件 0 戸 0 円

66 件 278 戸 19,204,000 円 148 件 167 戸 28,071,000 円 123 件 132 戸 42,180,000 円 56 件 409 戸 30,196,000 円 72 件 107 戸 21,289,000 円

※分譲マンション耐震補助制度は令和元年度（2019年度）10月に創設

民間住宅の耐震化の進捗状況及び耐震化補助の利用状況

　①民間住宅の耐震化の進捗状況

       　令和２年度（2020年度）時点の推計耐震化率（平成30年（2018年）住宅・土地統計調査を踏まえた推計値）

　　　※木造住宅戸数：　総数41千戸　うち、耐震性を満たす住宅33千戸、耐震性が不十分な住宅8千戸

　　　　共同住宅等の戸数：　総数134千戸　うち、耐震性を満たす住宅126千戸、耐震性が不十分な住宅8千戸

　②過去5年間の住宅耐震化補助実績

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

件数 戸数 補助額

（2017年度） （2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度）

補助額補助額 件数件数 戸数 補助額 件数 戸数

-

戸数

-

非木造住宅

木造住宅

分譲ﾏﾝｼｮﾝ - -

特定既存耐震

不適格建築物
- - - -

補助額 件数 戸数

耐

震

診

断

耐

震

設

計

木造住宅

分譲ﾏﾝｼｮﾝ -

補助合計

都市計画部 （  ５  ）

耐

震

改

修

木造住宅

分譲ﾏﾝｼｮﾝ - -

補助内容

年度



都市計画部開発審査室

134千戸

耐震性を満たす戸数 126千戸 （93.6％）

耐震性が不十分な戸数 8千戸 （  6.4％）

※総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」に推計を加えて算出

共同住宅等の耐震化状況（令和2年度（2020年度）時点）

戸数

共同住宅等の戸数

種別

都市計画部 （  ６  ）



14 件 496
千
円

21 件 1,259
千
円

18 件 636
千
円

25 件 1,185
千
円

10 件 359
千
円

7 件 240
千
円

8 件 609
千
円

35 件 1,890
千
円

28 件 1,363
千
円

34 件 2,232
千
円

29 件 1,500
千
円

53 件 2,329
千
円

38 件 1,164
千
円

51 件 2,379
千
円

56 件 2,234
千
円

54 件 1,905
千
円

55 件 1,717
千
円

57 件 2,080
千
円

73 件 2,365
千
円

59 件 2,495
千
円

54 件 2,785
千
円

13 件 10 件 18 件 11 件 16 件 19 件 26 件

105 件 4,620
千
円

103 件 4,527
千
円

107 件 4,585
千
円

111 件 4,765
千
円

136 件 5,053
千
円

104 件 3,899
千
円

113 件 5,773
千
円

※２　　検査申請は検査済証等の交付年度での、件数及び金額です。（確認申請分及び計画通知分の完了検査及び中間検査の合計です。）

都市計画部開発審査室

過去7年間の確認申請及び計画通知の推移

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

金額

令和3年度
（2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度） （2020年度） （2021年度）

件数 金額 件数 金額 件数 件数 金額件数 金額

計画通知　（※１）

減免申請　（※３）

（2019年度）

件数 金額 件数 金額

確認申請　（※１）

都市計画部 （  ７  ）

検査申請　（※２）

合計
(減免申請は除く）

※１　　確認申請及び計画通知は確認済証の交付年度での、件数及び金額です。（建築物・工作物・昇降機及びそれらの計画変更の合計です。）

※３　　吹田市所有の一般会計分の申請（計画通知・検査申請）については減免申請により手数料が不要です。（吹田市建築基準法施行条例第14条）

確認申請・計画通知・検査申請の受付と交付（確認済証・検査済証等）の件数は同数となります。なお、申請等受付後の確認済証・検査済証等の未交付件数はありません。

申

請

年

度
申

請

年

度



都市計画部開発審査室

（単位：件）

10 7 9 4 8 15 15

2 0 4 0 1 1 0

6 4 4 6 4 7 5

（単位：人）

2 2 - - - - -

･違反建築物に係る業務

･定期報告に係る業務

･建設ﾘｻｲｸﾙ法に基づく業務

- - 3 3 5 4 4

･上記の業務

･耐震改修促進法等に基づく業務

･耐震補助に関する業務

過去7年間の違反建築物等の監察実施状況等

是正完了した件数

※是正完了したもの以外は年度に関わらず指導を継続中

年度 平成27年度

（2015年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）区分

文書で勧告を行った

件数

指導に着手した件数

措

置

状

況

都市計画部 （  ８  ）

監察担当者数

（管理職を除く）

監察・耐震担当者数

（管理職を除く）

主な業務
令和3年度

（2021年度）

年度

区分

平成27年度

（2015年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）



都市計画部開発審査室

木造住宅耐震セミナー
･勤労者会館

･千一ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
千里丘市民センター

山田ふれあい文化ｾﾝﾀｰ（施設

周辺の地区に案内をポスティ

ング）

感染症拡大防止のため、耐震

電話相談会に変更

当初個別相談会を予定、案内

ﾁﾗｼをﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ(市内全域)

感染症拡大防止のために個別

相談会を電話相談会に変更

耐震化モデル地区事業

(ｱﾝｹｰﾄ､講演会､ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等)
千一・片山地区 － － － －

自治会回覧

（補助制度案内）
全34地区 全34地区 全34地区 全34地区 全34地区

都市計画部 （  ９  ）

全34地区

･防災週間に合わせたパネル

展示

･市報掲載による補助制度の

周知（年2回）

･マンション管理組合へ補助

制度案内を送付

･マンション管理基礎セミ

ナーでの補助制度案内（千里

市民センター）

･防災週間に合わせたパネル

展示

･市報掲載による補助制度の

周知（年2回）

･マンション管理組合へ補助

制度案内を送付

備考

･防災週間に合わせたパネル

展示

･市報掲載による補助制度の

周知（年2回）

･防災週間に合わせたパネル

展示

･市報掲載による補助制度の

周知（年2回）

･防災週間に合わせたパネル

展示

･市報掲載による補助制度の

周知（年2回）

･マンション管理基礎セミ

ナーでの補助制度案内（千里

市民センター）

8地区

戸別訪問による木造住宅の

耐震化啓発

令和２年度

（2020年度）

22地区 全34地区 全34地区

感染症拡大防止のため、耐震

補助制度の案内を含む耐震電

話相談会のチラシ投函に変更

耐震化促進事業に係る取組状況

平成29年度

（2017年度）

令和3年度

（2021年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）取組内容
年度



都市計画部開発審査室

令和元年度

（2019年度）
55 10 12

うち令和元年度(2019年度)補助 9 うち令和元年度(2019年度)補助 10

うち令和2年度(2020年度)補助 1 うち令和2年度(2020年度)補助 2

令和2年度

（2020年度）
18 7 6

うち令和2年度(2020年度)補助 6 うち令和2年度(2020年度)補助 5

うち令和3年度(2021年度)補助 1 うち令和3年度(2021年度)補助 1

令和3年度

（2021年度）
35 8 10

うち令和3年度(2021年度)補助 8 うち令和3年度(2021年度)補助 10

過去3年間における耐震診断補助を受けて耐震設計補助、耐震改修補助に進んだ件数　NO.1

都市計画部 （ １０ ）

木造住宅

※令和4年（2022年）3月31日時点

うち耐震設計補助に進んだ件数（件） うち耐震改修補助に進んだ件数（件）
年度 耐震診断補助件数（件）



都市計画部開発審査室

令和元年度

（2019年度）
1 0 0

令和２年度

（2020年度）
4 0 0

令和3年度

（2021年度）
0 0 0

※特定既存耐震不適格建築物の耐震補助は耐震診断のみ

過去3年間における耐震診断補助を受けて耐震設計補助、耐震改修補助に進んだ件数　NO.2

都市計画部 （ １１ ）

特定既存耐震不適格建築物・分譲マンション

年度 耐震診断補助件数（件）
うち耐震設計補助に進んだ件数（件） うち耐震改修補助に進んだ件数（件）

※令和4年（2022年）3月31日時点



都市計画部住宅政策室 

都市計画部 （ １２ ） 

空家等対策計画策定後の空家対策実績一覧 

  

１．空家等＊1に対する助言及び指導 

通報や相談のあった物件の現地調査を行い、空家等に該当するものには文書等で管理に関する情報提供や助言・指導を実施しました。 

表 1 空家等の相談等の件数（単位：件） 

     

  

 

２．「特定空家等＊2相当」と判定した空家等の対応 

計画策定後、倒壊等の危険性等の度合いを点数化し、措置の優先度が高い「特定空家等相当」となったものから重点的に指導を強化しました。 

表２ 特定空家等相当の地域別件数の推移（単位：件） 

     

 

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

119 103 117

111 98 110

99 84 86

改善 57 27 23

対応区分

相談

所有者調査

文書送付等

令和元年度

（2019年度）

令和２年度

（2020年度）

令和３年度

（2021年度）

JR以南 208 21 10 13

片山・岸部 289 49 20 19

豊津・江坂・南吹田 236 19 5 5

千里山・佐井寺 156 13 5 4

山田・千里丘 136 15 1 4

千里ニュータウン・万博・阪大 120 5 1 1

全地域 1,145 122 42 46

地域区分
計画策定時点で

把握した空家等

うち特定空家等相当に該当

＊1 空家等 

居住その他の使用がなされていないことが常態（1 年以上の期間）であるもの及びその敷地。 

＊2 特定空家等 

空家等のうち、以下の状態にあると認められるもの。 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 



都市計画部住宅政策室

令和4年(2022年)3月31日現在

土地の名称 検討内容及び進捗状況

(旧)津雲台第１住宅用地 売却に向け準備中

(旧)佐竹台住宅用地 売却に向け準備中

(旧)日の出住宅用地 一部を公共施設用地として活用、残りは売却に向け準備中

(旧)円山住宅用地 用途廃止を実施し売却に向け準備中

(旧)花壇第１住宅用地 土砂災害特別警戒区域の解消のための対策工事実施（担当所管に所管換予定）

市営住宅跡地の活用についての検討内容及び進捗状況

都市計画部 （ １３ ）



都市計画部住宅政策室

令和4年(2022年)3月31日現在

住 宅 名 称
敷地面積
（㎡）

平成29年度
（2017年）

平成30年度
（2018年）

令和元年度
（2019年）

令和2年度
（2020年）

令和3年度
（2021年）

(旧)津雲台第１住宅用地 6,023.73
・用途廃止
　（行政財産→普通財産）
・解体撤去工事設計業務

・地歴調査
・解体撤去工事

・解体撤去工事 ・確定測量業務 ・売却準備

（旧）佐竹台住宅用地 1,854.39
・用途廃止
　（行政財産→普通財産）
・解体撤去工事設計業務

・解体撤去工事 ・解体撤去工事 ・地歴調査 ・売却準備

（旧）日の出住宅用地 5,582.58
・用途廃止
　（行政財産→普通財産）

・解体撤去工事設計業務
・地歴調査
・解体撤去工事

・一部所管換
　(172.21㎡・集会所部分)
・解体撤去工事

・一部所管換
（1,679.8㎡・道路部分）
（210.32㎡・集会所部分）
・確定測量業務
・売却準備

（ 旧 ） 江 坂 住 宅 用 地 1,176.75
・確定測量業務
・地歴調査

・用途廃止
　（行政財産→普通財産）
・解体撤去工事
・児童部へ所管換
　（1,176.75㎡）

（ 旧 ） 円 山 住 宅 用 地 2,025.88
・用途廃止
　（行政財産→普通財産）
・売却準備

（旧）花壇第１住宅用地 579.44 　
・用途廃止
　（行政財産→普通財産）

・安全対策工事設計業務
・安全対策工事

・安全対策工事

過去５年間における住宅政策室の未利用の行政財産と普通財産の変遷

都市計画部 （ １４ ）



都市計画部資産経営室

名　　　　称 所　　在　　地

1 環境部 環境政策室
吹田市水道・土木工事
業協同組合

南工場跡地 川岸町4681-1 1,245.00 令和3年 (2021年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 有償 2,217,372 - 無
市内公共工事に伴う資機材等仮
置場

2 環境部 環境政策室
第一吹東会、第二吹東
会、第三吹東会、吹陽
会

やすらぎ苑別館 吹東町17番1号 153.00 平成18年 (2006年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 -

第一吹東会、第二吹東会、第三吹東会、吹陽
会が自治会活動に使用することから、公益上
特に必要があると認められるため条例第3条
第1項第1号により免除

有 集会所

3 環境部 環境保全指導課
地域教育部（文化財保
護課）

環境監視庁舎 南吹田2丁目12番47号 226.90 平成29年 (2017年) 1月 5日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無
博物館資料（民俗文化財、市内遺
跡出土遺物等）の保管

4 環境部 事業課 環境部（環境政策室） 事業課業務グループ 川岸町20番1号 35.00 平成21年 (2009年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無
薬剤及び薬剤散布器具、廃棄文
書の一時保管

5 環境部 事業課
環境部（環境保全指導
課）

事業課業務グループ 川岸町20番1号 49.00 平成25年 (2013年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無
書架、資器材、書類等の一時保
管

6 環境部 事業課
都市計画部（都市計画
室）

事業課業務グループ 川岸町20番1号 49.00 令和2年 (2020年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 違法屋外広告物の一時保管

7 環境部 事業課 土木部(道路室) 事業課業務グループ 川岸町20番1号 40.00 平成17年 (2005年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無
不法投棄された家電リサイクル法
に定めた指定品目の一時保管

8 環境部 事業課 総務部(広報課) 事業課業務グループ 川岸町20番1号 10.00 令和3年 (2021年) 4月 1日 令和5年 (2023年) 3月 31日 ― 無償 - - 無
平成31年（2019年）版生活べんり
帳「くらしの友」の一時保管

9 環境部 事業課 学校教育部（学務課） 事業課業務グループ 川岸町20番1号 1.00 令和2年 (2020年) 11月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 システムサーバーの一時保管

10 環境部 事業課
大阪府環境農林水産
部環境管理室環境保
全課

事業課業務グループ 川岸町20番1号 5.22 平成23年 (2011年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無
地下水採取用井戸（地下水位観
測に使用）

11 環境部 事業課
吹田市選挙管理委員
会

事業課業務グループ 川岸町20番1号 219.00 平成24年 (2012年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 有 選挙関係諸物品の一時保管

12 環境部
資源循環エネル
ギーセンター

(独)日本高速道路保
有・債務返済機構

資源循環エネルギーセ
ンター敷地
（面積35㎡）

千里万博公園515番3 35.00 昭和54年 (1979年) 2月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 ５年 無償 -
中国縦貫自動車道吹田ジャンクション橋脚で
あり、公益上特に必要があると認められるた
め条例第３条第１項１第１号により免除

無
中国自動車道吹田ジャンクション
橋脚部

13 環境部
資源循環エネル
ギーセンター

大阪広域水道企業団
北部水道事業所

資源循環エネルギーセ
ンター敷地

千里万博公園4番1号 2.85 平成26年 (2014年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 -

工業用水道圧力監視用機器は、送水場から
当センターまでの取水企業の運用及び管理
用に必要であり、公益上特に必要があると認
められるため条例第３条第１項１第１号により
免除

有
浄水場から当センター間の工業
用水道圧力監視用機器

14 都市計画部 住宅政策室 （福）ぷくぷく福祉会 市営千里山東住宅 千里山東2丁目1番 132.20 平成10年 (1998年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 有償 380,400/室
397,200/室

- 有 知的障害者のグループホーム

15 都市計画部 住宅政策室 （福）さつき福祉会 市営千里山西住宅 千里山西1丁目6番 125.20 平成11年 (1999年) 5月 7日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 有償 333,600/室
349,200/室

- 有 知的障害者のグループホーム

16 都市計画部 住宅政策室 個人 市営岸部北住宅 岸部北1丁目17番 41.00 令和3年 (2021年) 2月 4日 令和3年 (2021年) 5月 3日 ３か月 無償 -

火災等のり災による住宅困窮者に一時入居
を許可したもので、緊急的かつ人道的な措置
として必要があると認められるため条例第3
条第1項第3号により免除

有 火災等のり災による一時入居

令和３年度（2021年度）行政財産の目的外使用一覧 No.1

担当所管名 使用許可先
所在場所（用地・会館名称）

面積
(㎡)等

使用目的（使用施設）
当初開始年月日 終了年月日
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（円）
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（使用許可先が官公庁の場合は省略）

光熱水
費負担

使用許可
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都市計画部資産経営室

名　　　　称 所　　在　　地

17 都市計画部 住宅政策室 個人 市営豊津住宅 豊津町50番 51.40 令和3年 (2021年) 2月 24日 令和3年 (2021年) 5月 23日 ３か月 無償 -

火災等のり災による住宅困窮者に一時入居
を許可したもので、緊急的かつ人道的な措置
として必要があると認められるため条例第3
条第1項第3号により免除

有 火災等のり災による一時入居

18 都市計画部 住宅政策室 個人 市営岸部北住宅 岸部北１丁目17番 41.00 令和3年 (2021年) 12月 31日 令和4年 (2022年) 3月 31日 ３か月 無償 -

火災等のり災による住宅困窮者に一時入居
を許可したもので、緊急的かつ人道的な措置
として必要があると認められるため条例第3
条第1項第3号により免除

有 火災等のり災による一時入居

19 都市計画部 住宅政策室 個人 市営豊津住宅 豊津町50番 62.30 令和3年 (2021年) 12月 31日 令和4年 (2022年) 3月 31日 ３か月 無償 -

火災等のり災による住宅困窮者に一時入居
を許可したもので、緊急的かつ人道的な措置
として必要があると認められるため条例第3
条第1項第3号により免除

有 火災等のり災による一時入居

20 都市計画部 住宅政策室 個人 市営豊津住宅 豊津町50番 62.30 令和3年 (2021年) 12月 31日 令和4年 (2022年) 3月 31日 ３か月 無償 -

火災等のり災による住宅困窮者に一時入居
を許可したもので、緊急的かつ人道的な措置
として必要があると認められるため条例第3
条第1項第3号により免除

有 火災等のり災による一時入居

21 都市計画部 住宅政策室 個人 市営豊津住宅 豊津町50番 62.30 令和3年 (2021年) 12月 31日 令和4年 (2022年) 3月 31日 ３か月 無償 -

火災等のり災による住宅困窮者に一時入居
を許可したもので、緊急的かつ人道的な措置
として必要があると認められるため条例第3
条第1項第3号により免除

有 火災等のり災による一時入居

22 都市計画部 住宅政策室 個人 市営豊津住宅 豊津町50番 51.40 令和3年 (2021年) 12月 31日 令和4年 (2022年) 3月 31日 ３か月 無償 -

火災等のり災による住宅困窮者に一時入居
を許可したもので、緊急的かつ人道的な措置
として必要があると認められるため条例第3
条第1項第3号により免除

有 火災等のり災による一時入居

23 都市計画部 住宅政策室 個人 市営豊津住宅 豊津町50番 51.40 令和3年 (2021年) 12月 31日 令和4年 (2022年) 3月 31日 ３か月 無償 -

火災等のり災による住宅困窮者に一時入居
を許可したもので、緊急的かつ人道的な措置
として必要があると認められるため条例第3
条第1項第3号により免除

有 火災等のり災による一時入居

24 都市計画部 住宅政策室 個人 市営豊津住宅 豊津町50番 51.40 令和3年 (2021年) 12月 31日 令和4年 (2022年) 3月 31日 ３か月 無償 -

火災等のり災による住宅困窮者に一時入居
を許可したもので、緊急的かつ人道的な措置
として必要があると認められるため条例第3
条第1項第3号により免除

有 火災等のり災による一時入居

25 都市計画部 住宅政策室 個人 市営豊津住宅 豊津町50番 51.40 令和3年 (2021年) 2月 24日 令和3年 (2021年) 5月 20日 ３か月 無償 -

火災等のり災による住宅困窮者に一時入居
を許可したもので、緊急的かつ人道的な措置
として必要があると認められるため条例第3
条第1項第3号により免除

有 火災等のり災による一時入居

26 都市計画部 住宅政策室 光明町自治会 市営岸部中住宅 岸部中1丁目26番 １か所 平成29年 (2017年) 4月 1日 令和7年 (2025年) 3月 31日 ５年 無償 -

地域交流・相互扶助を目的とした自治会活動
用の備品保管場所としての使用であり、公益
上特に必要があると認められるため条例第3
条第1項第1号により免除

無 自治会活動用の備品等を保管

27 都市計画部 住宅政策室
地域教育部（まなびの
支援課）

市営千里山西住宅敷
地内

千里山西1丁目5番 18.83 平成22年 (2010年) 12月 22日 令和6年 (2024年) 3月 31日 ３年 無償 - - 無 千三地区公民館の通行路

28 都市計画部 住宅政策室 天道自治会 市営天道住宅 天道町8番 １か所 平成27年 (2015年) 9月 27日 令和7年 (2025年) 3月 31日 ５年 無償 -
防災用資器材の保管のための使用であり、
公益上特に必要があると認められるため条
例第3条第1項第1号により免除

無 防災用資器材を保管

29 都市計画部 住宅政策室
千三地区自治会　華明
会

市営円山町住宅敷地
内

円山町25番 １か所 平成21年 (2009年) 7月 1日 令和6年 (2024年) 3月 31日 ５年 無償 -
防災用資器材の保管のための使用であり、
公益上特に必要があると認められるため条
例第3条第1項第1号により免除

無 防災用資器材を保管

30 都市計画部 住宅政策室 総務部（危機管理室） 市営豊津住宅敷地内 豊津町50番 １か所 平成29年 (2017年) 4月 1日 令和6年 (2024年) 3月 31日 ５年 無償 - - 無 防災行政無線屋外拡声局の設置

31 都市計画部 住宅政策室
下水道部（管路保全
室）

市営岸部中住宅 岸部中1丁目26番 － 令和2年 (2020年) 9月 28日 令和7年 (2025年) 3月 31日 ５年 無償 - - 無 公共下水管

32 都市計画部 住宅政策室
都市魅力部（地域経済
振興室）

市営新佐竹台住宅 佐竹台2丁目1番 － 令和3年 (2021年) 8月 24日 令和3年 (2021年) 11月 30日 － 無償 - - 無 キッチンカーの社会実験実施

終了年月日

令和３年度（2021年度）行政財産の目的外使用一覧 No.2

担当所管名 使用許可先
所在場所（用地・会館名称）

面積
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都市計画部資産経営室

名　　　　称 所　　在　　地

33 都市計画部 住宅政策室
中川企画建設株式会
社吹田支店

市営岸部中住宅 岸部中1丁目26番 － 令和3年 (2021年) 9月 1日 令和4年 (2022年) 6月 30日 － 有償 479,436 - 無
（仮称）岸部中住宅統合建替事業
における本移転支援事務所

34 土木部 総務交通室 阪急バス（株）
ＪＲ吹田駅前北自転車
駐車場

片山町1丁目2番1号 18.15 平成23年 (2011年) 5月 29日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 有償 365,250 - 有
阪急バス案内所及び定期券販売
所

35 土木部 総務交通室
(株)ウエストエネルギー
ソリューション

ＪＲ吹田駅前中央自転
車駐車場

朝日町1番5号 171.00 平成28年 (2016年) 8月 6日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 有償 26,300 - 無
太陽光パネル設置による再生可
能エネルギーの普及促進

36 土木部 総務交通室
(株)ウエストエネルギー
ソリューション

ＪＲ吹田駅前西自転車
駐車場

元町1番1号 171.00 平成28年 (2016年) 8月 6日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 有償 26,300 - 無
太陽光パネル設置による再生可
能エネルギーの普及促進

37 土木部 総務交通室
(株)ウエストエネルギー
ソリューション

阪急山田駅前西自転
車駐車場

津雲台5丁目19番5号 190.00 平成28年 (2016年) 7月 21日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 有償 29,200 - 無
太陽光パネル設置による再生可
能エネルギーの普及促進

38 土木部 総務交通室
(株)ウエストエネルギー
ソリューション

阪急山田駅前南自転
車駐車場

山田西4丁目1番25号 224.00 平成28年 (2016年) 7月 21日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 有償 34,400 - 無
太陽光パネル設置による再生可
能エネルギーの普及促進

39 土木部 総務交通室 環境部（事業課） 南千里庁舎内 佐竹台1丁目6番1号 1.28 平成26年 (2014年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 ペットボトル回収箱の設置

40 土木部 総務交通室 環境部（環境政策室） 南千里庁舎内 佐竹台1丁目6番1号 0.30 平成27年 (2015年) 4月 1日 令和6年 (2024年) 3月 31日 ３年 無償 - - 無 廃食用油回収ストッカー

41 土木部 総務交通室
大阪市高速電気軌道
（株）

江坂保管所 南吹田5丁目50番1号 50.00 令和2年 (2020年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 -

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援
機構法、独立行政法人鉄道建設・運輸施設
整備支援機構地下高速鉄道整備事業費補
助、吹田市鉄道施設等耐震補強事業費補助
金を適用する事業のため、条例第３条第１項
第２号により免除

無
大阪メトロ耐震工事の工事ヤード
として提供

42 土木部 地域整備推進室
都市魅力部（地域経済
振興室）

都市計画道路用地 佐井寺4丁目1261-29 291.00 平成31年 (2019年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 農作業体験事業

43 土木部 地域整備推進室
吹田市選挙管理委員
会

資材置場フェンス 佐井寺4丁目2番 2.07 令和3年 (2021年) 10月 11日 令和3年 (2021年) 12月 4日 - 無償 - - 無
公職選挙法による公営ポスター掲
示板の設置

44 土木部 地域整備推進室 個人 都市計画道路用地
摂津市千里丘1丁目9
番7

40.00 令和3年 (2021年) 11月 15日 令和3年 (2021年) 12月 28日 ー 有償 17,988 - 無 工事ヤード

45 下水道部 水再生室
川岸町自治会及び中の
島町自治会

川面下水処理場内 川岸町22番1号 256.66 平成4年 (1992年) 5月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 -

川岸町自治会及び中の島町自治会が自治会
活動に使用することから、公益上特に必要が
あると認められるため条例第3条第1項第1号
により免除

有 集会所

46 下水道部 水再生室 下新田自治会 南吹田下水処理場内 南吹田5丁目34番3号 245.86 平成2年 (1990年) 5月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 -
下新田自治会が自治会活動に使用すること
から、公益上特に必要があると認められるた
め条例第3条第1項第1号により免除

有 集会所

47 下水道部 水再生室 大阪市 川面下水処理場内 川岸町22番1号 308.41 平成29年 (2017年) 7月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無
阪急電鉄高架工事施工に伴うフェ
ンス、通路及び作業ヤード

48 下水道部 水再生室 川岸町自治会 川面下水処理場内 川岸町22番1号 1,095.00 平成6年 (1994年) 3月 14日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 -
川岸町自治会が自治会活動に使用すること
から、公益上特に必要があると認められるた
め条例第3条第1項第1号により免除

無 運動場及び広場

令和３年度（2021年度）行政財産の目的外使用一覧 No.3
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都市計画部資産経営室

名　　　　称 所　　在　　地

49 下水道部 水再生室
地域教育部（文化財保
護課）

南吹田下水処理場内 南吹田5丁目35番 0.71 平成20年 (2008年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 埋蔵文化財説明板

50 下水道部 水再生室 大東興産（株） 南吹田下水処理場内 南吹田5丁目33番1号 45.93 平成3年 (1991年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 有償 137,790 - 無 通路

51 下水道部 水再生室 消防本部 南吹田下水処理場内 南吹田5丁目34番3号 5.00 平成8年 (1996年) 7月 15日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 可搬式小型動力ポンプ格納庫

52 下水道部 水再生室
都市計画部（住宅政策
室）

正雀前処理場内 岸部中1丁目9番5号 93.98 平成30年 (2018年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 自動車進入路

53 下水道部 水再生室 総務部（人事室） 南吹田下水処理場内 南吹田5丁目35番 15.00 平成26年 (2014年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 職員用デスクの保管

54 下水道部 水再生室 下新田自治会 南吹田下水処理場内 南吹田5丁目35番 8,641.28 平成24年 (2012年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 -
下新田自治会が自治会活動に使用すること
から、公益上特に必要があると認められるた
め条例第3条第1項第1号により免除

無 運動場

55 下水道部 水再生室
都市魅力部（文化ス
ポーツ推進室）

南吹田下水処理場内 南吹田5丁目35番 6,920.93 平成24年 (2012年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 体育館、通路、駐車場

56 下水道部 水再生室 環境部（事業課） 川面下水処理場内 川岸町22番1号 2.00 平成25年 (2013年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 ペットボトル回収箱の設置

57 下水道部 水再生室 総務部（危機管理室） 南吹田下水処理場内 南吹田5丁目35番
施設屋上
の一部に
設置

平成29年 (2017年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 防災行政無線屋外拡声局の設置

58 下水道部 水再生室 総務部（危機管理室） 川園ポンプ場内 南高浜町33番1号
施設屋上
の一部に
設置

平成29年 (2017年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 防災行政無線屋外拡声局の設置

59 下水道部 水再生室 環境部（環境政策室） 南吹田下水処理場内 南吹田5丁目34番3号 0.60 平成29年 (2017年) 4月 14日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 廃食用油回収ストッカー

60 下水道部 水再生室
都市魅力部（シティプロ
モーション推進室）

南吹田下水処理場汚
泥処理施設内

大阪市淀川区十八条1
丁目14番

2.32 平成29年 (2017年) 10月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 すいたフェスタ用神輿2基の保管

61 下水道部 水再生室
ヤマト運輸(株)吹田支
店

南吹田下水処理場内 南吹田5丁目35番 1.00 令和元年 (2019年) 12月 9日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 有償 3,000 - 無
カーブミラー(車両出入庫時の安
全確保）

62 下水道部 水再生室 土木部(公園みどり室） 川園ポンプ場内 南高浜町36番地内 1.802 令和2年 (2020年) 11月 7日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無
事業実施に伴う清掃道具収納物
置の設置

63 下水道部 水再生室 福祉部（福祉総務室）
南吹田下水処理場汚
泥処理施設内

大阪市淀川区十八条1
丁目14番

25.00 令和3年 (2021年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無
新型コロナウイルス感染症対策用
衛生用品の保管

64 下水道部 水再生室
吹田市選挙管理委員
会

南吹田下水処理場汚
泥処理施設内

大阪市淀川区十八条1
丁目14番

18.00 令和3年 (2021年) 12月 6日 令和4年 (2022年) 3月 31日 １年 無償 - - 無 選挙関係用備品の保管

65 水道部 総務室 穂波町自治会 泉浄水所用地 南吹田3丁目2番52号 96.87 平成18年 (2006年) 9月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 有償 277,200 - 無 自治会館用地

令和３年度（2021年度）行政財産の目的外使用一覧 No.4

担当所管名 使用許可先
所在場所（用地・会館名称）

面積
(㎡)等

使用許可
更新周期 使用料 年間使用料

（円）
使用料無償の理由

（使用許可先が官公庁の場合は省略）
光熱水
費負担

使用目的（使用施設）
当初開始年月日 終了年月日
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都市計画部資産経営室

名　　　　称 所　　在　　地

66 水道部 総務室
吹田市水道・土木工事
業協同組合

泉浄水所用地 南吹田3丁目2番48号 370.00 平成21年 (2009年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 有償 1,059,600 - 無 事務所及び資材置場

67 水道部 総務室
吹田市水道・土木工事
業協同組合

山田災害用備蓄倉庫
給水モニター用地

山田市場11番1，2号 467.00 平成19年 (2007年) 12月 20日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 有償 1,311,600 - 無 資材置場及び駐車場

68 水道部 総務室
吹田市道路建設協同
組合

旧金田ポンプ場用地
南金田1丁目1番8、4番
19及び4番22

483.80 平成24年 (2012年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 有償 1,718,400 - 無 路面復旧用資材置場及び事務所

69 水道部 総務室 個人 山田西送水管路用地 山田西4丁目4番27号 18.88 平成7年 (1995年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 有償 74,340 - 無 駐車場用地

70 水道部 総務室 吹田市職員厚生会 泉浄水所用地 南吹田3丁目3番60号 135.00 昭和44年 (1969年) 12月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 -

水道部職員の福利厚生事業を行うことを目的
としており、吹田市水道部行政財産の目的外
使用に関する規程第３条第１項第３号により
免除

有
水道部職員の福利厚生事業を行
うこと

71 水道部 総務室 吹田市職員厚生会 泉浄水所用地 南吹田3丁目3番60号 10.00 昭和44年 (1969年) 12月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 有償 10,000 - 無
水道部職員の福利厚生事業を行
うこと

72 水道部 総務室 吹田市水道労働組合 泉浄水所用地 南吹田3丁目3番60号 2か所 平成15年 (2003年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 -

健全、円満な労使関係に資することを目的と
しており、吹田市水道部行政財産の目的外
使用に関する規程第３条第１項第３号により
免除

無
吹田市水道労働組合掲示板の設
置

73 水道部 総務室 吹田市水道労働組合 泉浄水所用地 南吹田3丁目3番60号 41.76 平成15年 (2003年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 有償 142,612 - 有 吹田市水道労働組合事務所

74 水道部 総務室 株式会社ＤＫ-Ｐｏｗｅｒ 佐井寺配水場用地
千里山東4丁目13番9
号

31.00 令和元年 (2019年) 7月 16日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 有償 85,536 - 無 小水力発電設備の設置及び運用

75 水道部 総務室 土木部（道路室） 泉浄水所用地 南吹田3丁目3番60号 １か所 平成3年 (1991年) 3月 15日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 - - 無 吹田市2級基準点の設置

76 水道部 総務室 土木部（道路室） 蓮間配水場用地 青山台3丁目46番1号 0.01 平成7年 (1995年) 12月 26日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 - - 無 復興基準点ＦＫ735の設置

77 水道部 総務室 市民部（市民課） 泉浄水所用地 南吹田3丁目3番60号 １か所 平成4年 (1992年) 5月 21日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 - - 無 住居表示案内板の設置

78 水道部 総務室 環境部（事業課） 泉浄水所用地 南吹田3丁目3番60号 0.6375㎡ 平成25年 (2013年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 - - 無 ペットボトル回収箱の設置

79 水道部 総務室
環境部（環境保全指導
課）

泉浄水所用地 南吹田3丁目3番60号
0.21（3か

所）
平成29年 (2017年) 4月 8日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 - - 無

地下水調査のための観測井戸の
設置

80 水道部 総務室
都市魅力部（文化ス
ポーツ推進室）

中継ポンプ場用地 出口町31番1号 共架 平成元年 (1989年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 - - 無 片山市民ﾌﾟｰﾙ用通信ｹｰﾌﾞﾙ共架

81 水道部 総務室 下水道部（水再生室） 片山浄水所用地 朝日が丘町25番1号 1式 平成24年 (2012年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 - - 無 雨量監視局の設置

令和３年度（2021年度）行政財産の目的外使用一覧 No.5

担当所管名 使用許可先
所在場所（用地・会館名称）

面積
(㎡)等

使用許可
更新周期 使用料 年間使用料

（円）
使用料無償の理由

（使用許可先が官公庁の場合は省略）
光熱水
費負担

使用目的（使用施設）
当初開始年月日 終了年月日
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都市計画部資産経営室

名　　　　称 所　　在　　地

82 水道部 総務室 総務部（危機管理室） 千里山配水場用地
千里山西4丁目28番3
号 2.40 平成20年 (2008年) 11月 4日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 - - 無

千里山西3・4丁目自治会防災用
資機材倉庫の設置

83 水道部 総務室 総務部（危機管理室） 水道部各施設
南吹田3丁目3番60号
他

5か所 平成29年 (2017年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 - - 無 防災行政無線屋外拡声局の設置

84 水道部 総務室 北おおさか信用金庫 泉浄水所用地 南吹田3丁目3番60号 1台 平成12年 (2000年) 6月 19日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 -
業務遂行に必要であり、吹田市水道部行政
財産の目的外使用に関する規程第３条第１
項第３号により免除

無 ＡＴＭ機の設置

85 水道部 総務室 奥片山自治会 片山浄水所用地 朝日が丘町25番1号
29.04㎡の

一部
平成17年 (2005年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 -

自治活動用の物品の一時保管を目的として
おり、吹田市水道部行政財産の目的外使用
に関する規程第３条第１項第３号により免除

無 自治会物品の一時保管

86 水道部 総務室 朝日が丘自治会 片山浄水所用地 朝日が丘町25番1号
29.04㎡の

一部
平成17年 (2005年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 -

自治活動用の物品の一時保管を目的として
おり、吹田市水道部行政財産の目的外使用
に関する規程第３条第１項第３号により免除

無 自治会物品の一時保管

87 水道部 総務室
大阪広域水道企業団
水質管理センター

蓮間配水場用地 青山台3丁目46番1号 7.50 平成22年 (2010年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 -

水質監視用水質モニターの設置を目的として
おり、公益上特に必要があると認められるた
め、吹田市水道部行政財産の目的外使用に
関する規程第３条第１項第１号により免除

無 水質監視用水質モニターの設置

88 水道部 総務室
大阪広域水道企業団
北部水道事業所

蓮間配水場用地 青山台3丁目46番1号
延長

21.90m
昭和57年 (1982年) 4月 15日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 -

送水管布設を目的としており、公益上特に必
要があると認められるため、吹田市水道部行
政財産の目的外使用に関する規程第３条第
１項第１号により免除

無 送水管（φ1800）の布設（地下）

89 水道部 総務室
大阪広域水道企業団
北部水道事業所

山田災害用備蓄倉庫
給水モニター用地

山田市場11番3号 0.06 平成29年 (2017年) 12月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 -

送水管布設工事に伴う観測孔の設置を目的
としており、公益上特に必要があると認めら
れるため、吹田市水道部行政財産の目的外
使用に関する規程第３条第１項第１号により
免除

無
送水管布設工事（庭窪万博系統
連絡管・摂津市ほか）に伴う観測
孔の設置

90 水道部 総務室
国土交通省国土地理
院

津雲配水場用地 津雲台4丁目5番 0.06 昭和52年 (1977年) 6月 11日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 - - 無 測量作業用三等三角点の設置

91 水道部 総務室 阪神水道企業団 穂波ポンプ場用地 穂波町13番15号 13.41 昭和61年 (1986年) 4月 1日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 -

水道管埋設を目的としており、公益上特に必
要があると認められるため、吹田市水道部行
政財産の目的外使用に関する規程第３条第
１項第１号により免除

無 水道管の埋設

92 水道部 総務室
尼崎市公営企業管理
者

穂波ポンプ場用地 穂波町13番15号 98.38 平成11年 (1999年) 8月 4日 令和4年 (2022年) 3月 31日 1年 無償 -

三市共同導水管埋設を目的としており、公益
上特に必要があると認められるため、吹田市
水道部行政財産の目的外使用に関する規程
第３条第１項第１号により免除

無
三市共同導水管の埋設（尼崎市、
伊丹市、西宮市）

令和３年度（2021年度）行政財産の目的外使用一覧 No.6

担当所管名 使用許可先
所在場所（用地・会館名称）

面積
(㎡)等

使用許可
更新周期 使用料 年間使用料

（円）
使用料無償の理由

（使用許可先が官公庁の場合は省略）
光熱水
費負担

使用目的（使用施設）
当初開始年月日 終了年月日

（注）自動販売機、監視カメラ又は電柱、郵便ポスト等の道路占用料徴収条例に準ずるものは除く。
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都市計画部資産経営室

（行政財産）

Ｎｏ 部 室課 土地の名称 所在（町名） 地番 地目 面積（㎡） 未利用期間 未利用の理由

1 都市計画部 計画調整室
青山台近隣センター
公衆浴場跡地

青山台２丁目 119-121 宅地 670.53 平成20年（2008年）8月19日～令和4年（2022年）3月31日
将来的に近隣センター再整備等への活用を見込んでいる
ため。

2 土木部 地域整備推進室 都市計画道路予定地ほか 東御旅町ほか 4980-73ほか７筆 宅地ほか 558.73 昭和60年（1985年）10月18日～令和4年（2022年）3月31日

・未事業化の都市計画道路予定地105.28㎡は、都市計画
　道路として利用予定
・都市計画道路廃止路線等の用地のうち、215.10㎡につ
　いては担当所管に所管換え予定、残り238.35㎡につい
　ては売却等に向けて検討中

合　計 1,229.26

（普通財産）

Ｎｏ 部 室課 土地の名称 所在（町名） 地番 地目 面積（㎡） 未利用期間 未利用の理由

1 都市計画部 住宅政策室 (旧)日の出住宅用地 日の出町 1666-6ほか５筆 宅地 3,520.25 令和3年（2021年）6月1日～令和4年（2022年）3月31日
一部を公共施設用地として活用、残りは売却に向け準備
中

2 都市計画部 住宅政策室 (旧)佐竹台住宅用地 佐竹台４丁目 114-166 宅地 1,854.39 令和元年（2019年）6月1日～令和4年（2022年）3月31日 売却に向け準備中

3 都市計画部 住宅政策室 (旧)花壇第1住宅用地 千里山西１丁目 312-1の一部 宅地 579.44 平成8年（1996年）8月29日～令和4年（2022年）3月31日
土砂災害特別警戒区域の解消のための対策工事実施（担
当所管に所管換え予定）

4 都市計画部 住宅政策室 (旧)津雲台第１住宅用地 津雲台６丁目 20-565ほか２筆 宅地 6,023.73 令和2年（2020年）3月14日～令和4年（2022年）3月31日 売却に向け準備中

5 都市計画部 住宅政策室 (旧)円山住宅用地 円山町 59-7、59-8 宅地 2,025.88 平成10年（1998年）1月29日～令和4年（2022年）3月31日 売却に向け準備中

6 都市計画部 資産経営室 垂水神社裏用地 円山町 1802-3 宅地 484.89 昭和32年（1957年）10月11日～令和4年（2022年）3月31日 法面（無道路）で単独利用が困難なため。

7 都市計画部 資産経営室 (旧)吹田第二幼稚園跡地 泉町３丁目 3430-3 宅地 654.49 平成24年（2012年）5月1日～令和4年（2022年）3月31日 備蓄倉庫として、利用予定のため。

8 都市計画部 資産経営室 千里山西６丁目用地 千里山西６丁目 1531-12 宅地 74.43 昭和62年（1987年）11月17日～令和4年（2022年）3月31日 法面（無道路）で単独利用が困難なため。

9 都市計画部 資産経営室 (旧)千里山西第２住宅跡地 千里山西１丁目 317-8 宅地 713.73 平成12年（2000年）4月13日～令和4年（2022年）3月31日
利活用に際しての周辺道路整備の課題が整っていないた
め。

10 都市計画部 資産経営室 桃山台４丁目188番用地 桃山台４丁目 188-24 畑 185.74 平成6年（1994年）4月1日～令和4年（2022年）3月31日 地形狭長で単独利用が困難なため。

11 都市計画部 資産経営室
(旧)北千里小学校（校舎敷
地）北東角地

古江台３丁目 119-256 宅地 6,529.02 平成21年（2009年）4月1日～令和4年（2022年）3月31日
令和元年度（2019年度）建物解体、利活用検討中のた
め。

12 都市計画部 資産経営室 岸部中用地 岸部中１丁目 604-1 宅地 816.91 平成24年（2012年）10月4日～令和4年（2022年）3月31日 地域における利活用の方針が整っていないため。

令和３年度（2021年度）未利用あるいはそれに準ずる市有地一覧（50㎡以上） No.1

都市計画部 （　21　）



都市計画部資産経営室

（普通財産）

Ｎｏ 部 室課 土地の名称 所在（町名） 地番 地目 面積（㎡） 未利用期間 未利用の理由

13 都市計画部 資産経営室 岸部中用地 岸部中１丁目 61-1 宅地 1,213.61 平成24年（2012年）10月4日～令和4年（2022年）3月31日 地域における利活用の方針が整っていないため。

14 都市計画部 資産経営室 岸部中用地 岸部中１丁目 66-3 宅地 367.72 平成24年（2012年）10月4日～令和4年（2022年）3月31日 地域における利活用の方針が整っていないため。

15 都市計画部 資産経営室 岸部中用地 岸部中１丁目 51-8 宅地 668.06 令和2年（2020年）7月9日～令和4年（2022年）3月31日
コインパーキングとして貸し付けていたが不採算で撤
退。
今後庁内で利活用予定のため。

16 都市計画部 資産経営室 (旧)ことぶき会館敷地 岸部中１丁目 541のうち 宅地 416.52 令和3年（2021年）3月16日～令和4年（2022年）3月31日
令和２年度（2020年度）建物解体、地域における利活用
の方針が整っていないため。

17 都市計画部 資産経営室 (旧)岸部診療所駐車場敷地 岸部中２丁目 539-7 宅地 169.68 平成30年（2018年）4月1日～令和4年（2022年）3月31日 地域における利活用の方針が整っていないため。

18 都市計画部 資産経営室
山田西２丁目用地
（山田中墓地横）

山田西２丁目 1-9ほか１筆 雑種地 1,473.67 昭和59年（1984年）5月14日～令和4年（2022年）3月31日 法面（無道路）で単独利用が困難なため。

19 都市計画部 資産経営室 沈砂池敷地 山田西１丁目 212-35 宅地 409.10 平成29年（2017年）12月31日～令和4年（2022年）3月31日 庁内で利活用検討中のため。

20 都市計画部 資産経営室 道路残地ほか
千里山松が丘ほ
か

146-2ほか4筆 宅地ほか 471.00 平成30年（2018年）3月28日～令和4年（2022年）3月31日

・山田東物件（３筆）は、令和３年度（2021年度）一般
　競争入札において落札済（320.38㎡、13.35㎡、85.01
　㎡）
・清水物件は売却予定（22.44㎡）
・千里山松が丘物件は売却予定（29.82㎡）

21 都市計画部 資産経営室 (旧)千里第一幼稚園跡地 原町２丁目 2471-2のうち 宅地 492.00 平成25年（2013年）4月1日～令和4年（2022年）3月31日
令和３年度（2021年度）建物解体、利活用検討中のた
め。

22 都市計画部 資産経営室 (旧)南吹田地区公民館 南吹田５丁目 8-6 宅地 214.82 令和4年（2022年）3月25日～令和4年（2022年）3月31日 令和３年度（2021年度）建物解体、売却予定のため。

合　計 29,359.08

令和３年度（2021年度）未利用あるいはそれに準ずる市有地一覧（50㎡以上） No.2

都市計画部 （　22　）



土木部資料





部 名
ペ ー ジ
番 号

資　料　名

土 木 1～15 通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 村口

土 木 16 吹田市自転車活用推進計画の進捗状況 川本

土 木 17～20 過去５年間の自転車駐車場の収支、収容台数、利用率及び場所の一覧 矢野

土 木 21 市内における各駅舎のバリアフリー化及び安全対策の進捗状況 竹村

土 木 22 吹田市道路ストック総点検事業実施後における要修繕工事の実施状況 川本

土 木 23～29 過去５年間の道路冠水状況及び対策 竹村

土 木 30～33 令和３年度（2021年度）末　南吹田駅周辺緑化重点地区計画の進捗状況 川本

土 木 34～35 花とみどりの情報センター事業の業務内容 川本

土 木 36 公園におけるトイレの設置状況（多目的トイレ及び洋式化に関する進捗状況） 竹村

要求委員名





土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.1 
 

通学路に関する要望については、本市（道路管理者、教育委員会）及び警察が合同で行う通学路点検において受けるものと、市民の声など

において随時本市が受けるものがあります。 

 

 １ 通学路合同点検において受ける要望について 

  通学路合同点検は通常、市内にある公立小学校３６校を南北１８校に分けて隔年毎に実施しておりますが、令和３年度（２０２１年度）は

６月２８日に千葉県八街市で起きた下校中の小学生の列にトラックが衝突し、5 名が死傷する痛ましい事故が発生したことを受け、国が通達

した「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」の決定に基づき、通常の 18 校のうち点検要望のあった 17 校

のほか、残り 18 校のうち点検要望のあった 7 校をあわせた２４校について実施しました。 

令和３年度（２０２１年度）の各学校区における要望箇所、要望内容、対応内容等は以下のとおりです。 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（１） 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

1 元町３２付近
注意喚起の看板等の設置、道路標示の書き直

し
道路が優先なのかわかる路面標示を実施する 対応中 吹田市道路管理者

2 内本町３丁目１０付近
一旦停止を意識できるような看板や道路標示

の設置

基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままに

なる可能性がある

令和3年度

（2021年度）
警察

3 朝日町１５付近
押しボタン式の信号機設置、路上駐車禁止を

喚起

押しボタン式信号は設置できない

路上駐車については取締りを強化する

令和3年度

（2021年度）
警察

4 元町２０付近 グリーンベルトの設置
地先の同意を得たうえで自治会からの要望書を出してもらうと塗り

直しを検討できる
ー 学校

5 泉町２－３３と泉町４－１６の交差点付近

「止まれ」「停止線」白線の塗り直し

それぞれの電柱の「子供飛び出し注意」の看

板が古いので付け替え

塗り直しは検討する

看板の件は、青少年室に確認する
未定 警察、学校

6 泉町３ー１４前道路 停止線と「止まれ」の塗り直し
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままに

なる可能性がある
未定 警察

7 泉町４－２１付近Ｔ字路
看板の付け替え

白線の塗り直し

看板の件は、青少年室に確認する

白線は塗り直しする

令和3年度

（2021年度）
学校、吹田市道路管理者

吹田第一小学校

吹田第二小学校



土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（２） 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

8 南正雀１丁目２４付近 信号機の設置
現状の交通量では設置できない

学校に注意喚起してもらう

令和3年度

（2021年度）
学校

9 岸部南３丁目３２付近
通学路とわかるようにしてほしい

自転車のレーンをつけてほしい
現地に注意喚起のための看板等を設置する

令和3年度

（2021年度）
大阪府道路管理者

10 幸町20-1付近 滑り止めをつけてほしい 滑り止め対策を検討する
令和3年度

（2021年度）
大阪府道路管理者

11 吹東町17付近
不審者対策をしてほしい

水路への侵入を防ぐ対策をしてほしい
学校で安全教育の実施

令和3年度

（2021年度）
学校

12 南正雀２丁目１１付近
子供がスロープの手摺を上って遊ぶので注意

看板を設置してほしい

子どもへの啓発のための看板は設置できない

学校で注意喚起する

令和3年度

（2021年度）
学校

13 南正雀３丁目大阪学院大学グラウンド付近 雑草の撤去 除草する
令和3年度

（2021年度）
大阪府道路管理者、学校

14 南正雀四丁目9-14付近
車と児童が接触する危険がある、注意喚起し

てほしい
学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）
学校

15 南正雀３丁目南村踏切
車と児童が接触する危険があるため、グリー

ンベルトを延長してほしい

大阪府の工事により道路形状が大きく変わるため現状では設置でき

ない、学校に注意喚起してもらう

令和3年度

（2021年度）
学校

16 南正雀4-1-1
歩道ライン超えて行きかう車のスピード抑制

及び車道の狭さく要望

取り締まり実施済み

狭さくは地先の同意を得たうえで自治会から要望書が出れば実施す

る

令和3年度

（2021年度）

警察、吹田市道路管理

者、学校

17 南吹田5-14-34付近 白線の塗り直し
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままに

なる可能性がある
未定 警察

18 南吹田3-22 看板の設置や照明の増設 天板の張り替えを実施 未定 吹田市道路管理者

19 吹田第六小学校 吹田市南清和園町１７－１
ガード下は昼でも暗いので、明るい街灯を設

置してほしい
LED照明にする

令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

吹田東小学校

吹田南小学校



土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（３） 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

20
片山町１７の十字路（大久保歯科を曲がってす

ぐ）
スピード注意の看板設置 学校がPTAに場所を確認したが不明のため取下げ 取下げ 学校

21 今池周辺 駐車禁止の看板設置
工事車両が一時的に駐車しているため、学校で児童に注意喚起して

もらう

令和3年度

（2021年度）
学校

22 原新池公園周辺 カーブミラーの角度変更 カーブミラーは抜柱予定、学校で児童に注意喚起
令和3年度

（2021年度）
学校

23 千一公民館横T字路
カーブミラーの位置修正

止まれの塗り直し

カーブミラーは適正であり位置の変更はしない、止まれは基本的に

塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままになる可能

性がある

未定 警察

24 原町２丁目１５－５付近 空地雑草の撤去
管理者不明のため対策できない

学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）
学校

25 宮が谷池周辺 看板の修繕 ターポリン設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

26 原町１丁目　宮原商店前十字路 止まれの塗り直し
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままに

なる可能性がある
未定 警察

27 原町なかよし遊園前 駐車禁止の看板設置 ターポリン設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

28
原町３丁目

坂の上の押しボタン式信号
信号無視車両が多い 飛び出し注意の看板設置

令和3年度

（2021年度）
警察

29 原町３丁目２０・２１付近 飛び出し注意の看板設置
私道のため看板を設置できない

学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）
学校

30 藤が丘、原会館周辺、片山町４丁目周辺 側溝のグレーチング設置
民地側溝のため設置できない

学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）
学校

31 千里山東公園の先の１２１号線 ミラーなどの設置
カーブミラーは歩行者に対して設置していない

学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）
学校

32 千里山松が丘　万福寺前交差点 優先道路をわかりやすくする 優先道路がわかりやすいように中央線を設置する
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

33 吹田市千里山東３丁目　関大へ向かう三差路 横断歩道や信号機の設置
信号機は近くにあるため設置できない

横断歩道を設置する

令和3年度

（2021年度）
警察、学校

千里第一小学校

千里第二小学校



土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（４） 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

34 千里山竹園１丁目２４
保育園前の横断歩道を横切る車への啓発とし

て飛び出し坊やを設置できないか

飛び出し坊やは通行の妨げになり設置できない

交番にパトロールを依頼

学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）
警察、学校

35 千里山西１丁目２８ ミラーなどの設置
カーブミラーは歩行者に対して設置していない

学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）
学校

36
春日2丁目と1丁目の間の道（おさんぽ公園か

らサンヴェール辺りまで）の側溝
グレーチング蓋の設置

対側にグリーンベルトがあるため設置できない

グリーンベルトを通るよう学校で注意喚起

令和3年度

（2021年度）
学校

37 春日4丁目1-3 交通量が多いため一方通行にしてほしい

地先の同意を得たうえで要望書を警察に提出してもらえれば検討す

る

学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）
学校、警察

38
かみや歯科前交差点

吹田市佐井寺１丁目２６番付近
カーブミラーを設置してほしい

歩行者対歩行者のためのカーブミラーは設置できない

学校で児童に注意喚起する

令和3年度

（2021年度）
学校

39
吹田コープ前信号

竹谷町３番付近
信号の点灯が見えやすいものに変えてほしい 更新する

令和3年度

（2021年度）
警察

40
南ヶ丘こども園前

南ヶ丘３番付近

こども園側から地下道側へ渡るところに横断

歩道を設置してほしい

交通量が少なく、横断歩道は設置が難しい

学校で児童に注意喚起する

令和3年度

（2021年度）
学校

41
やまや前

佐井寺３丁目２１番付近

横断歩道または、注意を促す標識や塗装を設

置してほしい。

横断歩道は近くにあり、看板もあるため設置はできない

学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）
学校

42
新池公園前交差点

佐井寺３丁目１番地付近

樹木が歩道にはみだしているため見通しが悪

い
剪定済み

令和3年度

（2021年度）
学校

43

五月が丘東５・６・７

モナートテラス・フォーシーズンズと緑地の間

の道から紫金山公園へ向かう道のＴ字路

止まれを設置してほしい

優先道路に止まれは設置できない

現状の止まれは、基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては

現状維持のままになる可能性がある

未定 警察

44

五月が丘南１４・２１

リズコートとカーサメイヒルズの間の道からせ

せらぎの道へ至る交差点

信号機を設けてほしい
横断歩道が設置されているため信号機の新設は難しい

学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）
学校

45 岸部中と岸部南を結ぶ地下トンネル
トンネル内の照明を増やして欲しい

既存のペイントの塗り直し

照度に不足はないので増設しない

ペイントの塗り直しは実施する

令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

46 岸部中2丁目ことぶき第一遊園の前の歩道 樹木が歩道にはみだしている 改善済み
令和3年度

（2021年度）
学校

47 正門前から岸部中3丁目農園と幼稚園の間の道 登下校時間帯の通行車両対策
通学路とわかるターポリン設置

学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）

警察、学校、吹田市道路

管理者

48 岸部南３丁目-17.18 注意喚起の看板設置
私道のため設置ができない

学校での児童への注意喚起

令和3年度

（2021年度）
学校

千里第三小学校

千里新田小学校

佐井寺小学校

東佐井寺小学校

岸部第一小学校



土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（５） 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

49 学校前信号交差点東側
朝の一定時間、車の交通量を減らすために一

方通行にしてほしい

一方通行にはできない

歩行者信号の秒数を延長し車の交通量を減らす

令和3年度

（2021年度）
学校、警察

50
岸部北二丁目１７番付近から２４番に向かう道

路
道の両側グリーンベルトを引き直してほしい 地先の同意を得たうえで自治会からの要望書が出れば検討できる 未定 学校

51 岸部北二丁目１７番付近の交差点 信号を設置してほしい 信号の新設は難しいため、学校で児童に注意喚起
令和3年度

（2021年度）
学校

52 145豊中吹田線 横断歩道が消えかけている
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままに

なる可能性がある

令和3年度

（2021年度）
警察

53 本校正門前道路（公民館～新御堂筋間） 横断歩道が消えかけている
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままに

なる可能性がある

令和3年度

（2021年度）
警察

54 江坂ポプラ通り付近 横断歩道が消えかけている
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままに

なる可能性がある

令和3年度

（2021年度）
警察

55 北の町遊園三叉路
バイクの通り抜けが多いので看板を設置して

ほしい
ターポリン設置

令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

56 豊津町３２－３６付近
横断歩道の設置

路面標示「止まれ」の塗り直し

横断歩道設置はできない

基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままに

なる可能性がある

未定 警察

57 豊津町３６－１０付近
歩道が無いのでグリーンベルトを設置してほ

しい、難しい場合、路肩ラインの設置

現状の車道幅員が４ｍしかなく設置できない

学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）
学校

58 豊津町５９－３付近 路面標示「スクールゾーン」の設置
現状の車道幅員が４ｍしかなく設置できない

学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）
学校

59 豊津町１３－２０付近
グリーンベルトの設置

難しい場合、路肩ライン塗り直し

グリーンベルトに関しては地先の同意を得たうえで自治会からの要

望書が出れば検討する

令和3年度

（2021年度）
学校

60 江の木町１３－１３付近 横断歩道の塗り直し
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままに

なる可能性がある
未定 警察

61 芳野町３－１７付近
横断歩道・路面標示「注意」「スピード落と

せ」の塗り直し

横断歩道は塗り直しの段階にない

その他については塗り直しする
対応中 吹田市道路管理者

62 江坂町２丁目７－８付近 横断歩道の塗り直し
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままに

なる可能性がある

令和3年度

（2021年度）
警察

63 豊津町７付近
ライン・路面標示「とび出し注意」の塗り直

し
塗り直しする

令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

岸部第二小学校

豊津第一小学校

豊津第二小学校



土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（６） 
 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

64
江坂町３丁目の３０番地と２９番地の境目の交

差点

自転車、自動車が止まらずに横断歩道を横

切ってあぶない

通学路ではないので、通学路を通るように学校から指導を行う

路面表示を検討する

令和3年度

（2021年度）
学校、大阪府道路管理者

65
「前田池橋」から東に向かって新御堂筋に抜け

る道路の新御堂への出入り地点

横断歩道は無理でも、一旦停止の路面標示ま

で消えているので書いてほしい

基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままに

なる可能性がある
未定 警察

66
江坂町３丁目１番地辺りで、江坂から服部へ抜

けるバス通り
前回、横断歩道の設置が検討のはずも未だ 横断歩道の距離が近いので設置は難しい、学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）
学校

67 名神高速道路高架下のトンネル南側の出口
前回、ミラーの増設を希望したが叶わず、ト

ンネル側にも欲しい
地先の同意を得たうえで自治会からの要望書が出れば検討できる 未定 学校

68 江坂町２丁目１９番地や１４番地 路面標示の強化はできないか

要望のあった交差点（江坂町3丁目17　クローバー薬局前）の東西

道路（豊中吹田線）の東行き及び西行き道路のそれぞれの停止線の

手前側に法定外の路面標示の設置を検討する（路面標示の設置に関

しては警察との協議が必要）

令和3年度

（2021年度）
大阪府道路管理者

69 江坂町３丁目28番地に抜ける脇道
路面標示による自転車の速度制限を要望した

が叶わず

軽車両は一般車両と同様の速度制限規制となる

交番にパトロールを依頼する

令和3年度

（2021年度）
警察

70
吹田市　出口町　24

ライフ駐車場前T字路道路
「止まれ」と停止線の塗り直し

基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままに

なる可能性がある
未定 警察

71
吹田市　山手町　１－４

山手町遊園前横断歩道
信号機の設置、徐行、とまれ表示の設置

横断歩道があることから信号の新設は難しいため学校で児童に注意

喚起

令和3年度

（2021年度）
学校

72
吹田市　山手町　１－１９－１２

みたに歯科付近交差点

グリーンベルトを延長してほしい

「止まれ」と停止線の塗り直し

グリーンベルトは幅員が無いため設置はむずかしい

塗り直しは検討する
未定 警察

73
吹田市　山手町　１－８－２９

通学橋付近交差点
徐行の表示、ミラーの設置

徐行表示は新たな設置をしていない、また、カーブミラーは人に対

しては設置しないため学校で児童に注意喚起

令和3年度

（2021年度）

警察、吹田市道路管理

者、学校

74
吹田市　出口町　25

ハイム　タケダ　角

横断歩道と停止線の塗り直し。ライフ側から

の「横断注意」の塗り直し

基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままに

なる可能性がある
未定 警察

75 出口町３丁目 止まれ塗り直し
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持のままに

なる可能性がある
未定 警察

江坂大池小学校

山手小学校



土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（７） 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

76 学校正門前

自転車の通行が多く、横断歩道を渡る児童と

自転車の接触事故も起きているので対策して

ほしい

学校で安全教育の実施
令和3年度

（2021年度）
学校

77 千里丘郵便局前 路面標示が薄くなっている 塗り直しの実施
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

78 千里丘上２５、２６児童会館へ続く道 道が細くて見通しも悪く危ない 学校で安全教育の実施
令和3年度

（2021年度）
学校

79 千里丘上と千里丘下の境界線になる道路
山二公民館までの坂道で自転車がスピードを

出して通行するので危険である
看板の設置

令和3年度

（2021年度）
警察、吹田市道路管理者

80 千里丘中９，１０，２６の交差点
止まれの白線が薄い、消えているところもあ

る
塗り直しの実施

令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

81 千里丘中２７交差点 死角があり、とびだしなど危ない 学校で安全教育の実施
令和3年度

（2021年度）
学校

82 千里丘下１，１１，１２学校裏門に続く道
自動車自転車の通行があり、白線のみでは児

童が広がって登校し危険である
学校で安全教育の実施

令和3年度

（2021年度）
学校

83 千里丘上３４インペリアル千里丘前交差点
一旦停止をせず、また歩行者にも気づかず進

む自動車や自転車がいるので危ない
看板の設置

令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

84 千里丘上８、３２間の交差点 横断歩道が消えかけている 塗り直しの実施
令和3年度

（2021年度）
警察

85 千里丘中９，１０，２６の交差点
止まれの白線が薄い、消えているところもあ

る
塗り直しの実施

令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

86 千里丘中５８番１６号 止まれの標示が薄い 塗り直しの実施 未定 警察

87 山田第三小学校
山田第三小学校・山田第三幼稚園西側

吹田市山田西1-4-1付近

道幅が狭い、車止めはあるが、通り抜けるバ

イクがあり、登下校時危ない
看板の設置

令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

山田第二小学校



土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（８） 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

88 新芦屋上17管理事務所前　横断歩道から通学路の歩道
カーブのため、歩行者が見えにくく、見通し

が悪い
学校で安全教育の実施

令和3年度

（2021年度）
学校

89 新芦屋上1０　アリスト前通学路 「通学路注意」の道路標示が消えている 塗り直しの実施
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

90 新芦屋上1２　筒井モータープール横の通学路 「通学路注意」の道路標示が消えている 塗り直しの実施
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

91 青葉丘南４　チェスコ横の通学路 「止まれ」の道路標示が消えている 塗り直しの実施 未定 警察

92 青葉丘南７　青葉丘第２遊園前 無断駐車が多く、見通しが悪い 取締りの強化
令和3年度

（2021年度）
警察

93
青葉丘南１４コーナンと吹田東高校間の横断歩

道
通勤、通学が大変多く、危険 パトロールの実施を検討 未定 警察

94 青葉丘北５　めばえさん 双方向が見えず、坂のため危険 学校で安全教育の実施
令和3年度

（2021年度）
学校

95 長野東1付近　三叉路 交通量が多いが歩道が無い 看板の設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

96
長野東２６　小学校裏門からの大きなカーブの

坂道

坂道でスピードを出す、車両が多い上に見通

しが悪く危険
学校で安全教育の実施

令和3年度

（2021年度）
学校

97 千里丘ナーサリー前

通学路から反対側の歩道へ渡らなければなら

ない児童が複数名在籍

対面には歩道はなく危険な状態に

8月にオープンした店舗の影響で交通量が増

え、危険が増している

学校で安全教育の実施
令和3年度

（2021年度）
学校

98 ビバホーム前
店への出入りのため交通は増加しており、先

の交差点で渋滞もみられる
学校で安全教育の実施

令和3年度

（2021年度）
学校

99 ミリカガーデン前

校区内唯一の横断歩道で、コンビニや飲食店

もあり、通行量は多い

飛び出し等の指摘や苦情もたびたびある

学校で安全教育の実施
令和3年度

（2021年度）
学校

東山田小学校

南山田小学校

千里丘北小学校



土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（９） 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

100
藤白台1丁目ー２５（北消防署）

から藤白台丁目１－２６まで
歩道確保のための白色ライン消失 塗り直しの実施

令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

101
藤白横2丁目１－２５

から三色彩道まで
歩道確保のための白色ライン消失 塗り直しの実施

令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

102 藤白台2丁目１２－１０付近 道路上の止まれが薄くなっている 塗り直しの実施 未定 警察

103
千里北公園　水遠池横

三色彩道に抜ける道

自転車を降りないで通行するため、

登下校中の児童に接触事故が起きそう
学校で安全教育の実施

令和3年度

（2021年度）
学校

104 藤白台3丁目小学校付近
道路上の止まれが薄くなっているので塗り直

してほしい
点検したが、学校、PTAともに場所を確認できなかったため取下げ 取下げ 学校

105 藤白台3丁目小学校付近　横断歩道 横断歩道の白色ラインがほとんどない 塗り直しの実施 未定 警察

106
藤白台3丁目ふじの木公園付近

交番前

横断歩道の白色ラインがほとんどない

過去死亡事故も起きている場所
塗り直しの実施 未定 警察

107 ゆらら藤白台ロータリー付近
約650人の児童が通学する

見通しが悪い
看板の設置

令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

108 藤白台三丁目　旧府営住宅

解体工事を待っているため囲いをしている

が、歩道が極端に（1ｍ弱）狭く、約650人

近くの児童が通学している

学校で安全教育の実施
令和3年度

（2021年度）
学校

109 小学校正門からゆららに降りる道 街灯が少ない 街灯の設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

110 藤白台２丁目６－９交差点 カーブミラーへこみ・汚れ見えにくい カーブミラー清掃
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

111 上山田ずいおん池遊歩道
２４時間通行可能なため、夜間通行止めして

ほしい
学校で安全教育の実施

令和3年度

（2021年度）
学校

112
佐井寺４丁目の「キングマンション」の前から

教会の前まで東西に走る道

道幅が狭いにもかかわらず、スピードを出し

て走行する車が多い歩道もなく、溝に蓋がな

いので車がすれ違うときなどは人が歩く幅が

ない

看板の設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

113 佐竹台2丁目4番
車の抜け道としての使用が多いため、通学時

に危険
学校で安全教育の実施

令和3年度

（2021年度）
学校

114 佐竹台2丁目4番 側溝の溝に蓋がないため危険
歩道幅員が十分にあるので側溝に蓋はできない

学校で安全教育の実施

令和3年度

（2021年度）
学校

藤白台小学校

佐竹台小学校



土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.10 
 

２ 市民の声などにおいて随時本市が受ける要望について  

 市民の声などにおいて随時本市が受ける要望には、通学路に限らずさまざまなものがあり、本市道路管理者と警察が共同で毎月実施する合

同パトロールのなかで情報を共有し、対策について協議したうえで対応をしております。  

 令和３年度（２０２１年度）に受けた通学路についての各学校区における要望箇所、要望内容、対応内容等は以下のとおりです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（１０） 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

1 元町24-11 一方通行の逆走に対しての啓発 ターポリン幕設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

2 旭通商店街 歩道を走行する自転車への啓発 ターポリン幕設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

3 内本町3丁目19 信号のLED化 吹田警察へ要望、現場確認後、本部へ申請する 対応中 警察

4 吹田第二小学校 泉町5丁目 一方通行逆走に対しての表記方法の見直し 必要性が見受けられず、要望者が単独なのでできない ー 警察

5 吹田第三小学校 吹田市日の出町11 ターポリン（時間規制）交換 ターポリン幕張り替え
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

6 幸町 歩行者・自転車への啓発 ターポリン幕設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

7 南正雀2丁目33番地付近 自転車の安全対策 ターポリン幕設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

8 南吹田 自転車走行対策 啓発ポスターを設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

9 南吹田4丁目13地先 大型車両の規制要望 吹田警察へ要望、規制はできない ー 警察

10 南吹田５丁目１４ 横断歩道設置 吹田警察へ要望、信号機が近くにあるため設置不可 ー 警察

吹田第一小学校

吹田東小学校

吹田南小学校



土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.11 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（１１） 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

11 片山町1丁目21 一方通行看板の取り換え 吹田警察へ要望、取替を行う
令和3年度

（2021年度）
警察

12 片山町１丁目 飛び出し対策 飛び出し注意の路面表記をする
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

13 天道町4番 音響信号の時間変更 吹田警察へ要望、修正する
令和3年度

（2021年度）
警察

14 藤が丘町11-1 自歩道の注意喚起 注意喚起の看板を設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

15
千里第一小学校

岸部第二小学校
岸部北1丁目20番地付近 自転車の安全対策 ターポリン幕設置

令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

16 千里山東3丁目13 横断歩道設置要望 吹田警察へ要望、交通量少ないため設置不可 ー 警察

17 佐井寺2丁目 取締り要望 吹田警察相談係へ報告
令和3年度

（2021年度）
警察

18 千里山霧が丘2番地先 横断歩道設置要望 吹田警察へ要望、交通量が多くないため設置不可 ー 警察

19 千里山高塚9-2 横断歩道設置要望 吹田警察へ要望、交通量増加が見込めないため設置不可 ー 警察

20 佐井寺図書館前Y字 児童に注意喚起 合同点検で点検済み、学校教育室と共有
令和3年度

（2021年度）
学校

21 千里山虹が丘 信号機設置 吹田警察へ要望、交通量から判断して設置できない ー 警察

22 千里第三小学校 円山町26 停止線の設置、止まれの塗り直し
吹田警察へ要望、停止線は既に南北方向にあり設置できない、

止まれは塗り直す段階にない
ー 警察

23 千里新田小学校 千里山西6丁目33 府道横断歩道の設置 茨木土木事務所へ要望を伝える 未定 大阪府道路管理者

24 東佐井寺小学校 五月が丘北地内 信号機設置 吹田警察へ要望、近くに信号機があるため設置できない ー 警察

千里第一小学校

千里第二小学校



土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.12 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（１２） 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

25 岸部南2丁目 一方通行逆走の対策 現場にターポリン幕を設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

26 岸部新町 横断歩道の塗りなおし 吹田警察へ要望、塗りなおしをする
令和3年度

（2021年度）
警察

27 岸部南2丁目 一方通行規制区間の変更 吹田警察へ要望、変更はできない ー 警察

28 岸部南2丁目 一方通行逆走の対策 ターポリン幕設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

29 岸部南１丁目 右折矢印信号の設置
吹田警察へ要望、都市計画道路の整備で問題は解決されると考

えられる
未定 大阪府道路管理者

30 豊津町4番 横断歩道塗り直し 吹田警察へ要望、塗りなおしをする
令和3年度

（2021年度）
警察

31 垂水町３丁目、豊津町 横断歩道の塗り直し 吹田警察へ要望、塗りなおしをする
令和3年度

（2021年度）
警察

32 芳野町5番地付近 自転車への啓発 ターポリン幕設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

33 山手小学校 山手町1丁目 止まれ塗り直し 吹田警察へ報告
令和3年度

（2021年度）
警察

34 山手町4丁目 横断歩道設置要望 吹田警察へ要望、設置不可 ー 警察

35
朝日が丘町、

山手町４丁目

歩行者専用道路規制の解除

横断歩道設置

規制解除は地元要望がないと検討できない

横断歩道は歩行者溜りが作れないことや交通量が少ないことか

ら設置できない

検討中 警察

36 山手町４丁目 停止線⇒横断歩道への変更 吹田警察へ要望、変更不可 ー 警察

37 片山地区 車の交通マナー啓発 横断歩道付近に啓発看板を設置する
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

38 原町2丁目1 一方通行規制要望 吹田警察へ要望、沿道者の同意が必要と伝える
令和3年度

（2021年度）
警察

片山小学校

岸部第一小学校

豊津第二小学校



土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（１３） 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

39 山田東4丁目34 信号機の設置 吹田警察へ要望、見通しが良いため設置できない ー 警察

40 山田東2丁目49-14 一方通行規制にしてほしい 吹田警察へ要望、地先の方の同意が必要と伝える
令和3年度

（2021年度）
警察

41 山田東３丁目30-12ほか (再要望)止まれの塗り直し 吹田警察へ要望、塗りなおしを行う 対応中 警察

42 千里丘北１丁目 車道逆走自転車への啓発 ターポリン幕設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

43 千里丘地区内 交差点の安全確保に関する要望 ターポリン幕設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

44 山田第三小学校 山田郵政跡地前 山田郵政跡地付近の安全対策等 各所管より回答

一部実施

一部対応中

一部実施不可

吹田市道路管理者、警察

45 山田第五小学校 山田南44-9 車通行禁止 吹田警察へ要望、個人の要望では対応できない ー 警察

46 山田市場 塗り直し 吹田警察へ要望、まだ塗り直す段階ではない ー 警察

47 山田市場北 矢羽根の設置 茨木土木事務所へ要望を伝える 未定 大阪府道路管理者

48 新芦屋上20-1 横断歩道塗り直し 吹田警察へ要望、現地を確認する
令和3年度

（2021年度）
警察

49 新芦屋上1
予告信号・

トリックアート横断歩道

トリックアートは信号機がないところに設置するため設置不

可、予告信号は見通しが良いため設置できない
ー 警察

50 新芦屋上4番地先 自転車の安全対策 ターポリン幕設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

山田第一小学校

山田第二小学校

山田第五小学校

南山田小学校

東山田小学校



土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（１４） 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

51 長野西 横断歩道のスクランブル化 吹田警察へ要望、設置基準に達していないため設置不可 ー 警察

52 尺谷1番地先 ターポリン撤去 ターポリン幕撤去
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

53 長野西12-1 押しボタン信号機 吹田警察へ要望、近くに信号機があるため設置できない ー 警察

54 長野東２９ 交通安全啓発 ターポリン幕設置
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

55 千里丘北1 横断歩道の塗り直し 吹田警察へ要望、塗りなおしをする 対応中 警察

56 山田市場16-1 信号、横断歩道の設置 吹田警察へ要望、近くに横断歩道があるため設置不可 ー 警察

57 山田東４丁目21、22 ターポリンの文字が薄い 道路室にて付け替える
令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

58 山田東４丁目12-21 信号機改善要望（向き変更） 吹田警察へ要望、通行に支障をきたすため変更不可 ー 警察

59 山田北7番 横断歩道の塗り直し 吹田警察へ要望、塗りなおしをする
令和3年度

（2021年度）
警察

60 山田東４丁目13-9 横断歩道の塗り直し 吹田警察へ要望、塗りなおしをする
令和3年度

（2021年度）
警察

61 山田東４丁目13-18 横断歩道の塗り直し 吹田警察へ要望、塗りなおしをする 対応中 警察

62 山田東４丁目18番ほか 標識移設等 要望内容に合理性が無く、移設できない ー 警察

63 山田北 止まれの塗り直し 吹田警察へ要望、塗りなおしをする
令和3年度

（2021年度）
警察

64
北山田小学校

山田第一小学校
山田東２丁目 啓発看板設置依頼 ターポリン幕設置

令和3年度

（2021年度）
吹田市道路管理者

南山田小学校

北山田小学校



土木部総務交通室 

通学路についての要望が出ている箇所及び対応内容 NO.15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部（１５） 

番号 学校区 要望箇所 要望内容 対応内容 対応年度 対応主体

65 佐竹台4丁目 横断歩道の塗り直し 吹田警察へ要望、塗りなおしをする
令和3年度

（2021年度）
警察

66 佐竹台1-5-7付近 横断歩道設置要望、通学路の標識設置要望
吹田警察へ要望、横断歩道が近くにあるため設置できない、標

識は設置場所がないため設置できない
ー 警察

67 高野台1丁目 横断歩道の塗り直し 吹田警察へ報告、すでに塗りなおし済み 済 警察

68 高野台1丁目 信号機設置及び信号無視の取り締まり
吹田警察へ要望、信号機は近くにあるため設置不可

取り締まりは取締係で対応する

令和3年度

（2021年度）
警察

69 津雲台4-7-1 横断歩道塗り直し 吹田警察へ要望、現地を確認する
令和3年度

（2021年度）
警察

70 津雲台4-14 信号設置要望 近くに信号機があるため設置できない ー 警察

71 藤白台４丁目 信号機又は横断歩道追加設置 吹田警察へ要望、交通量が多くないため設置不可 ー 警察

72 藤白台5丁目25 横断歩道の塗り直し 吹田警察へ要望、現場確認する 対応中 警察

73 青山台４丁目１１番 横断歩道設置要望 吹田警察へ要望、交通量少ないため設置不可 ー 警察

74 青山台4丁目地内 止まれ塗り直し　ほか 吹田警察へ要望、塗りなおしできる箇所はする
令和3年度

（2021年度）
警察

75 青山台2丁目 横断歩道設置 吹田警察へ要望、近くに横断歩道があるため設置できない ー 警察

76 桃山台小学校 桃山台駅前 横断歩道の塗り直し 吹田警察へ要望、塗りなおしをする
令和3年度

（2021年度）
警察

77 竹見台2丁目13-6 道路標示の塗り直し 吹田警察へ報告、塗りなおしをする 対応中 警察

78 竹見台2丁目3 横断歩道の設置 吹田警察へ要望、近くに横断歩道があるため設置できない ー 警察

青山台小学校

千里たけみ小学校

佐竹台小学校

高野台小学校

津雲台小学校

藤白台小学校



土木部総務交通室 

吹田市自転車活用推進計画の進捗状況 
 

１ 計画の目的 

本計画は「はしる」・「まもる」・「とめる」・「つかう」の４本の柱の観点から、市民ニーズに合った自転車利用環境を提案し、安心・安全で

快適な利用環境を整備することを目的としたもので、各々の観点での現状と課題に対して、具体的な取組内容、目標項目と数値を定め、令和

８年度（２０２６年度）までの目標達成を目指すものです。 

  

２ 計画の主な取組内容 

 （１）はしる：車道通行を中心とした安心・安全・快適でわかりやすい自転車通行環境を実現するため、自転車の通行空間と通行方向が誰

にでもわかるように路面標示や看板等を設置する。また、ニーズ等に対応した自転車の通行環境ネットワークを構築する。  

 （２）まもる：自転車のルール・マナーの周知を広げるために、ライフステージに合わせた安全教育を実施する。  

 （３）とめる：便利で使いやすい自転車駐車環境を実現するため、自転車駐車場に不足が見られる「岸辺駅」・「JR 吹田駅」周辺において

整備を進める。 

 （４）つかう：住民及び来街者の自転車利用の利便性向上により自動車依存生活からの脱却を促進するためシェアサイクルを推進する。  

 

３ 計画の目標項目と進捗状況 

 ４本の柱の観点から抽出した現状と課題に対して定めた、目標項目と進捗状況は以下のとおりです。  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他 

現在「岸辺駅」北側において自転車駐車場用地を取得し、整備や運営について（公財）自転車駐車場整備センターと協議を進めておりま

す。また、「JR 吹田駅」北側にある片山保管所を自転車駐車場に転用するための実施設計を行っています。 

 

 

土木部（１６） 



土木部総務交通室

(単位：円)

1 JR吹田駅前北
自転車駐車場

51,646,855 35,793,768 15,853,087 49,359,342 34,783,329 14,576,013 47,842,617 36,079,747 11,762,870 39,430,139 50,421,642 △ 10,991,503 39,727,733 35,264,822 4,462,911

2 JR吹田駅前中央
自転車駐車場

14,412,312 13,334,156 1,078,156 14,538,312 12,463,958 2,074,354 14,849,112 13,316,267 1,532,845 13,308,600 12,732,737 575,863 13,633,500 12,176,644 1,456,856

3 JR吹田駅前西
自転車駐車場

10,148,312 12,146,798 △ 1,998,486 9,453,012 12,280,617 △ 2,827,605 9,489,212 12,242,083 △ 2,752,871 8,477,800 11,526,787 △ 3,048,987 8,613,600 11,196,042 △ 2,582,442

4 JR岸辺駅前北
自転車駐車場

0 55,815 △ 55,815 4,550,700 10,483,916 △ 5,933,216 4,376,200 13,349,237 △ 8,973,037 4,350,100 13,792,457 △ 9,442,357 4,708,300 14,166,888 △ 9,458,588

5 北大阪急行桃山台駅前
東第１自転車駐車場

31,720,500 20,825,808 10,894,692 33,055,500 20,160,304 12,895,196 33,429,580 20,639,252 12,790,328 26,794,500 20,855,997 5,938,503 27,800,400 19,387,682 8,412,718

6 北大阪急行桃山台駅前
東第２自転車駐車場

3,495,200 1,088,112 2,407,088 3,238,700 427,362 2,811,338 3,177,020 451,624 2,725,396 2,783,000 611,755 2,171,245 3,184,900 410,886 2,774,014

7 江坂公園
自転車駐車場

32,983,400 44,824,454 △ 11,841,054 33,183,100 42,059,935 △ 8,876,835 35,519,700 43,828,920 △ 8,309,220 30,688,700 41,608,643 △ 10,919,943 31,822,100 40,896,153 △ 9,074,053

8 江坂駅前中央
自転車駐車場

99,863,107 44,011,533 55,851,574 98,505,407 46,691,420 51,813,987 89,110,206 53,633,211 35,476,995 73,268,113 44,138,081 29,130,032 68,987,616 43,540,934 25,446,682

9 江坂駅前西
自転車駐車場

4,637,200 1,029,372 3,607,828 4,505,700 1,037,853 3,467,847 4,522,600 1,017,842 3,504,758 4,142,800 1,150,247 2,992,553 4,227,500 970,544 3,256,956

10 阪急北千里駅前北
自転車駐車場

17,359,800 17,322,339 37,461 16,854,300 17,475,787 △ 621,487 16,655,100 18,034,139 △ 1,379,039 14,262,900 16,592,142 △ 2,329,242 14,488,700 16,117,187 △ 1,628,487

11 阪急北千里駅前東第１
自転車駐車場

2,750,900 313,904 2,436,996 2,450,800 316,776 2,134,024 1,903,900 228,100 1,675,800 1,808,400 416,382 1,392,018 1,602,500 226,915 1,375,585

12 阪急北千里駅前東第２
自転車駐車場

1,646,700 316,852 1,329,848 1,779,300 323,783 1,455,517 1,754,400 234,995 1,519,405 1,522,100 419,306 1,102,794 1,531,500 226,439 1,305,061

13 阪急北千里駅前南
自転車駐車場

10,484,600 11,854,231 △ 1,369,631 11,041,900 12,248,006 △ 1,206,106 11,155,800 13,026,516 △ 1,870,716 9,592,100 12,440,022 △ 2,847,922 11,165,400 11,646,559 △ 481,159

14 阪急山田駅前東
自転車駐車場

26,142,800 24,946,452 1,196,348 26,577,300 25,895,173 682,127 26,312,100 26,741,921 △ 429,821 21,978,000 27,193,310 △ 5,215,310 22,963,200 30,787,635 △ 7,824,435

15 阪急山田駅前西
自転車駐車場

5,798,628 12,144,222 △ 6,345,594 5,823,328 12,533,675 △ 6,710,347 5,935,228 13,053,625 △ 7,118,397 5,010,800 14,109,321 △ 9,098,521 5,087,300 13,609,955 △ 8,522,655

16 阪急山田駅前南
自転車駐車場

4,802,304 15,038,937 △ 10,236,633 4,694,704 16,039,219 △ 11,344,515 4,260,804 16,727,046 △ 12,466,242 3,234,400 16,821,963 △ 13,587,563 3,289,700 16,256,573 △ 12,966,873

17 阪急南千里駅前西第１
自転車駐車場

19,578,800 33,345,837 △ 13,767,037 19,499,800 31,634,356 △ 12,134,556 18,433,500 42,853,978 △ 24,420,478 15,152,900 40,629,770 △ 25,476,870 14,751,200 31,640,869 △ 16,889,669

18 阪急南千里駅前西第２
自転車駐車場

2,489,700 3,693,617 △ 1,203,917 2,133,900 3,432,644 △ 1,298,744 1,851,300 15,030,679 △ 13,179,379 2,142,600 2,856,311 △ 713,711 2,049,300 2,478,601 △ 429,301

19 阪急千里山駅前東
自転車駐車場

26,885,032 26,139,263 745,769 27,273,398 25,085,876 2,187,522 28,649,298 27,545,894 1,103,404 24,499,352 27,622,677 △ 3,123,325 26,475,552 26,355,392 120,160

令和３年度(2021年度)

支出合計

過去５年間の自転車駐車場の収支、収容台数、利用率及び場所の一覧　No.1

支出合計収入合計 収支

令和２年度(2020年度)
自転車駐車場名

平成29年度(2017年度) 平成30年度(2018年度)

支出合計収入合計 収支 支出合計

令和元年度(2019年度)

収入合計

土木部（１７）

収入合計 収支 支出合計収入合計 収支収支



土木部総務交通室

(単位：円)

20 阪急関大前駅東
自転車駐車場

2,864,300 8,250,229 △ 5,385,929 2,627,000 8,036,620 △ 5,409,620 2,612,200 8,711,333 △ 6,099,133 2,011,600 7,618,713 △ 5,607,113 2,389,600 7,450,698 △ 5,061,098

21 阪急関大前駅中央
自転車駐車場

2,029,700 1,997,421 32,279 2,156,100 1,961,687 194,413 2,271,600 2,084,347 187,253 2,047,300 1,881,058 166,242 2,220,800 1,708,156 512,644

22 阪急関大前駅西
自転車駐車場

1,580,600 8,335,690 △ 6,755,090 1,617,200 7,885,633 △ 6,268,433 1,617,700 8,227,440 △ 6,609,740 1,144,000 7,594,560 △ 6,450,560 1,265,400 7,367,824 △ 6,102,424

23 阪急豊津駅前北
自転車駐車場

6,204,000 11,286,062 △ 5,082,062 6,436,800 13,878,417 △ 7,441,617 6,198,200 10,172,030 △ 3,973,830 5,054,400 9,733,536 △ 4,679,136 5,295,000 10,840,516 △ 5,545,516

24 阪急豊津駅前南第１
自転車駐車場

901,400 9,691,263 △ 8,789,863 812,400 9,528,093 △ 8,715,693 689,000 8,732,376 △ 8,043,376 642,300 8,778,572 △ 8,136,272 654,500 9,088,092 △ 8,433,592

25 阪急豊津駅前南第２
自転車駐車場

5,079,800 10,584,258 △ 5,504,458 4,121,500 10,007,126 △ 5,885,626 4,254,400 8,692,666 △ 4,438,266 4,227,100 9,042,451 △ 4,815,351 4,624,400 9,409,630 △ 4,785,230

26 阪急吹田駅前西第１
自転車駐車場

15,162,100 13,567,749 1,594,351 14,957,700 13,215,129 1,742,571 13,899,200 13,585,617 313,583 10,995,600 13,592,491 △ 2,596,891 11,482,300 14,221,968 △ 2,739,668

27 阪急吹田駅前西第２
自転車駐車場

837,100 238,310 598,790 866,000 1,296,873 △ 430,873 755,600 282,434 473,166 591,300 410,645 180,655 500,600 727,788 △ 227,188

28 阪急吹田駅前東第１
自転車駐車場

2,264,300 278,602 1,985,698 2,204,100 279,095 1,925,005 1,934,900 309,973 1,624,927 1,453,900 690,996 762,904 1,110,400 1,102,739 7,661

29 阪急吹田駅前東第２
自転車駐車場

3,957,000 12,681,293 △ 8,724,293 3,929,700 12,368,130 △ 8,438,430 3,725,600 12,892,034 △ 9,166,434 3,053,700 12,096,407 △ 9,042,707 3,272,100 11,750,835 △ 8,478,735

30 阪急吹田駅南
自転車駐車場

2,512,100 439,059 2,073,041 2,454,000 442,347 2,011,653 2,056,400 421,520 1,634,880 1,038,900 382,401 656,499 994,900 231,320 763,580

31 南高浜
自転車駐車場

2,560,100 5,692,565 △ 3,132,465 2,509,100 5,586,693 △ 3,077,593 2,366,500 5,679,487 △ 3,312,987 1,777,600 5,401,256 △ 3,623,656 1,778,300 5,260,505 △ 3,482,205

412,798,650 401,267,971 11,530,679 413,210,103 409,859,832 3,350,271 401,608,977 447,826,333 △ 46,217,356 336,485,004 433,162,636 △ 96,677,632 341,698,301 406,516,791 △ 64,818,490

収支

令和元年度(2019年度)

過去５年間の自転車駐車場の収支、収容台数、利用率及び場所の一覧　No.2

収支
自転車駐車場名

平成29年度(2017年度) 平成30年度(2018年度)

計

令和２年度(2020年度)

収入合計 収支 支出合計収入合計支出合計 収入合計 収支

土木部（１８）

令和３年度(2021年度)

収入合計 収支収入合計 支出合計支出合計 支出合計



土木部総務交通室

1 JR吹田駅前北
自転車駐車場

2,200 95.0% 2,200 89.7% 2,200 87.4% 2,200 73.6% 2,200 73.2%

2 JR吹田駅前中央
自転車駐車場

563 102.6% 563 100.7% 563 101.6% 570 93.1% 570 95.7%

3 JR吹田駅前西
自転車駐車場

461 92.9% 461 91.1% 461 90.1% 461 82.9% 461 81.3%

4 JR岸辺駅前北
自転車駐車場

- - 204 97.9% 204 107.2% 204 113.4% 204 120.3%

5 北大阪急行桃山台駅前
東第１自転車駐車場

1,947 58.9% 1,628 74.2% 1,628 76.4% 1,628 64.3% 1,628 66.0%

6 北大阪急行桃山台駅前
東第２自転車駐車場

188 73.2% 188 72.8% 188 70.7% 188 66.7% 188 71.9%

7 江坂公園
自転車駐車場

1,467 74.8% 1,422 76.4% 1,422 81.8% 1,422 71.2% 1,422 71.5%

8 江坂駅前中央
自転車駐車場

2,951 119.8% 2,951 118.8% 2,951 113.5% 3,306 98.0% 3,306 94.5%

9 江坂駅前西
自転車駐車場

300 100.1% 300 99.0% 300 99.6% 300 91.6% 300 91.4%

10 阪急北千里駅前北
自転車駐車場

817 96.8% 817 96.9% 817 96.4% 817 83.9% 817 84.7%

11 阪急北千里駅前東第１
自転車駐車場

148 71.5% 148 72.9% 148 67.0% 160 38.5% 120 40.1%

12 阪急北千里駅前東第２
自転車駐車場

129 98.8% 129 98.4% 129 96.7% 129 90.5% 157 88.5%

13 阪急北千里駅前南
自転車駐車場

700 70.3% 700 80.0% 700 77.2% 700 66.6% 700 77.1%

14 阪急山田駅前東
自転車駐車場

1,244 89.2% 1,244 88.5% 1,244 88.6% 1,244 75.7% 1,244 77.3%

15 阪急山田駅前西
自転車駐車場

480 54.9% 480 52.8% 480 53.3% 480 45.2% 480 45.9%

16 阪急山田駅前南
自転車駐車場

527 39.9% 527 37.5% 527 33.2% 527 25.4% 463 23.1%

17 阪急南千里駅前西第１
自転車駐車場

1,070 88.6% 1,070 88.3% 1,070 86.2% 1,070 72.4% 1,070 68.2%

18 阪急南千里駅前西第２
自転車駐車場

98 69.0% 98 60.3% 98 51.6% 105 72.2% 105 70.8%

19 阪急千里山駅前東
自転車駐車場

1,300 75.9% 1,300 77.0% 1,300 80.4% 1,300 70.3% 1,300 74.1%

土木部（１９）

過去５年間の自転車駐車場の収支、収容台数、利用率及び場所の一覧　No.3

自転車駐車場名
平成29年度(2017年度) 平成30年度(2018年度) 令和２年度(2020年度)

収容台数
（台）

利用率

令和元年度(2019年度)

利用率収容台数
（台）

収容台数
（台）

利用率 収容台数
（台）

利用率

令和３年度(2021年度)

収容台数
（台）

利用率



土木部総務交通室

20 阪急関大前駅東
自転車駐車場

280 40.7% 280 38.4% 280 36.9% 280 27.7% 280 34.7%

21 阪急関大前駅中央
自転車駐車場

145 32.7% 145 28.2% 145 33.9% 145 28.2% 145 30.9%

22 阪急関大前駅西
自転車駐車場

247 19.8% 247 20.3% 247 20.9% 247 14.1% 247 17.6%

23 阪急豊津駅前北
自転車駐車場

475 65.3% 475 67.4% 475 64.4% 475 51.9% 475 55.7%

24 阪急豊津駅前南第１
自転車駐車場

41 80.1% 41 79.9% 41 64.6% 31 76.6% 31 82.5%

25 阪急豊津駅前南第２
自転車駐車場

442 55.5% 442 48.6% 442 47.6% 390 53.4% 390 59.5%

26 阪急吹田駅前西第１
自転車駐車場

551 104.2% 551 104.0% 551 97.9% 551 81.1% 456 98.2%

27 阪急吹田駅前西第２
自転車駐車場

65 87.1% 65 86.4% 65 77.8% 65 59.9% 65 51.9%

28 阪急吹田駅前東第１
自転車駐車場

183 61.1% 183 60.1% 183 55.7% 183 41.3% 183 33.1%

29 阪急吹田駅前東第２
自転車駐車場

179 111.0% 179 109.7% 179 106.6% 179 93.0% 180 97.1%

30 阪急吹田駅南
自転車駐車場

99 109.0% 99 107.2% 99 92.3% 99 66.0% 70 95.7%

31 南高浜
自転車駐車場

192 62.7% 192 62.8% 192 60.9% 192 44.7% 192 46.3%

19,489 84.1% 19,329 85.2% 19,329 84.1% 19,648 73.1% 19,449 73.9%

土木部（２０）

収容台数
（台）

利用率

令和元年度(2019年度)

利用率
収容台数
（台）

計

過去５年間の自転車駐車場の収支、収容台数、利用率及び場所の一覧　No.4

自転車駐車場名
平成29年度(2017年度) 平成30年度(2018年度) 令和２年度(2020年度)

収容台数
（台）

利用率
収容台数
（台）

利用率

令和３年度(2021年度)

収容台数
（台）

利用率



北千里 〇 〇 〇 〇 〇 ×

山田 〇 〇 〇 〇 〇 ×

南千里 〇 〇 〇 〇 〇 ×

千里山 ― 〇 〇 〇 〇 ×

関大前 〇 〇 〇 〇 〇 ×

豊津 〇 〇 〇 〇 〇 ×

吹田 ― 〇 〇 〇 〇 ×

南吹田 〇 〇 〇 〇 〇 ×

岸辺 〇 〇 〇 〇 〇 ×

吹田 〇 〇 〇 〇 〇 ×

大阪市高速電気軌道株式会社
北大阪急行電鉄株式会社

江坂 〇 〇 〇 〇 〇 〇

北大阪急行電鉄株式会社 桃山台 〇 〇 〇 〇 〇 〇

山田 〇 〇 〇 〇 〇 〇

万博記念公園 〇 〇 〇 〇 〇 〇

公園東口 〇 〇 〇 〇 〇 △

　　　　　　　　　　　　　　　　〇：整備済　△：整備中　×：未整備　　―：現時点で整備計画なし

　　　　　　　　　　　　　　　　※１：改札が2か所以上ある場合、バリアフリールートが1ルート以上ある場合〇としている

鉄道事業者 駅名

安全対策

土木部（２１）

土木部総務交通室

大阪モノレール株式会社

市内における各駅舎のバリアフリー化及び安全対策の進捗状況

主な設備のバリアフリー化

エ
レ
ベ
ー
タ
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※
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ロ
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可
動
式
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ー
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阪急電鉄株式会社

西日本旅客鉄道株式会社



項目
平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

平成29年度

(2017年度)

平成30年度

(2018年度)

令和元年度

(2019年度)

令和2年度

(2020年度)

令和3年度

(2021年度)

調査内容 点検 橋梁定期点検 橋梁定期点検 橋梁定期点検 橋梁定期点検 橋梁定期点検 橋梁定期点検

調査数量 37橋 40橋 74橋 92橋 21橋 40橋 42橋

うち要修繕 3橋
早期措置1橋

予防保全14橋

早期措置2橋

予防保全9橋
予防保全5橋 予防保全5橋 予防保全3橋

早期措置1橋

予防保全3橋

対応状況 対応済(3)
対応済(7)、対応中(3)

経過観察(5)

対応済(6)、対応中(1)

経過観察(4)
経過観察(5)

対応中(2)

経過観察(3)
経過観察(3)

対応中(1)

経過観察(3)

調査内容 大型C定期点検

調査数量 2箇所

うち要修繕 1箇所

対応状況 対応中(1)

調査内容 路面性状調査 路面性状調査 路面性状調査

調査数量 64,885m 50,805m 103,390m

うち要修繕 12,070m 5,630m 6,040m

対応状況 対応済 対応済 対応中

調査内容 路面下空洞調査 路面下空洞調査 路面下空洞調査

調査数量 120.9km 66.5km 30.3km

うち要修繕 17箇所 34箇所 37箇所

対応状況 対応済(17) 対応済(34) 対応済(4)、対応中(33)

調査内容 点検 点検

調査数量 206基 217基

うち要修繕 2基 24基

対応状況 対応済 対応済(2)、対応中(22)

調査内容 点検

調査数量 2,655基

うち要修繕 82基

対応状況 対応済

調査内容 点検

調査数量 1,511基

うち要修繕 75基

対応状況 対応済

調査内容 点検 点検

調査数量 31箇所 38箇所

うち要対策 14箇所 16箇所

対応状況 対応済(10)、経過観察(4) 対応済(1)、対応中(15)

吹田市道路ストック総点検事業実施後における要修繕工事の実施状況

大型カル

バート

（地下道）

※橋梁については、平成28年度(2016年度)から道路法施行規則に基づく定期点検を実施している。

橋梁

擁壁・

のり面

道路標識

舗装

土木部（２２）

土木部道路室

カーブ

ミラー

道路照明



土木部道路室

年  度 発生日 路 線 名 住  所 対  応 ・ 対  策

平成29年度
（2017年度）

8月18日 青葉丘北3号線ほか 青葉丘北6番地先 （対応）側溝清掃

垂水町7号線 垂水町1丁目54番地先
（対応）土のう積立
（対策）雨水桝設置

西御旅町2号線 西御旅町7番地先 （対応）桝清掃

千里山星が丘6号線 千里山星が丘9番地先 （対策）取付管補修

穂波南清和園1号線
穂波町地内

（JR京都線ガード下）
（対応）職員による道路通行止め措置
（対策）西日本旅客鉄道株式会社と協議

春日中央線 春日3丁目20番地先 （対策）下水道部施工予定

令和2年度
（2020年度）

6月14日 千里山西千里山月が丘1号線
千里山西5丁目28番地先

（阪急千里線地下道）

（対応）職員による道路通行止め措置
　　　　 汚泥吸引車による排水
（対策）ポンプ交換

穂波南清和園1号線
穂波町地内

（JR京都線ガード下）

（対応）職員による道路通行止め措置
　　　　 汚泥吸引車による排水
（対策）西日本旅客鉄道株式会社と協議し、
　　　　排水設備、雨水桝等を新たに設置

南高浜町10号線 南高浜町11番地先 （対応）横断側溝清掃

片山町21号線 片山町3丁目15番地先
（対応）土のう配布
（対策）下水道部施工中

泉町10号線 泉町3丁目3番地先 （対応）桝清掃

山田南岸部北線 山田南50番地先
（対応）桝清掃
（対策）下水道部施工予定

市管理道路敷 山田南45番地先 （対策）側溝及び桝設置

青葉丘北3号線ほか 青葉丘北6番地先
（対応）土のう配布
（対策）下水道部施工予定

千里丘下4号線 千里丘下5番地先
（対応）側溝清掃、雨水桝改修
（対策）下水道部施工予定

平成30年度
（2018年度）

令和3年度
（2021年度）

5月21日

7月18日

8月13日

7月5日

7月6日

過去5年間の道路冠水状況及び対策　No.１

土木部（２３）



土木部道路室

過去5年間の道路冠水状況及び対策　No.２

土木部（２４）

位置図 青葉丘北6番地先

宇野辺駅

100m

位置図 垂水町1丁目54番地先

豊津駅

100m



土木部道路室

土木部（２５）

過去5年間の道路冠水状況及び対策　No.３

千里山駅

100m

位置図 千里山星が丘9番地先位置図 西御旅町7番地先

下新庄駅

100m



土木部道路室

過去5年間の道路冠水状況及び対策　No.４

土木部（２６）

位置図 穂波町地内

吹田市役所

100m

位置図 春日3丁目20番地先

桃山台駅

100m



土木部道路室

過去5年間の道路冠水状況及び対策　No.５

土木部（２７）

位置図 千里山西5丁目28番地先

100m

千里山駅

位置図 南高浜町11番地先

100m



土木部道路室

過去5年間の道路冠水状況及び対策　No.６

土木部（２８）

メイシアター

位置図 泉町3丁目3番地先
位置図 片山町3丁目15番地先

アサヒビール㈱

100m
100m



土木部道路室

過去5年間の道路冠水状況及び対策　No.７

土木部（２９）

位置図 A）山田南50番地先

B）山田南45番地先

武田薬品工業

A

B

100m
100m

南山田小学校

位置図 千里丘下5番地先



土木部公園みどり室 

 

令和 3 年度（2021 年度）末 南吹田駅周辺緑化重点地区計画の進捗状況 No.1 

基本方針 基本目標 No. 主な取組 進捗状況 所管部署 

①
花
や
み
ど
り
が
あ
ふ
れ
る
ま
ち
の
拠
点
づ
く
り 

１ まちの顔となる花

やみどりの拠点づ

くり  

 

２ 利用や活動しやす

い公園づくり  

  

1 駅前交通広場の整備 市 
・平成 30 年度（2018 年度）に、南吹田駅

前交通広場の整備を完了。 

土 木 部 

地域整備推進室 

2 
駅前交通広場での花壇の維

持管理 
協働 

・南吹田駅前交通広場の植栽帯の維持管理

を実施。 

土 木 部 

道 路 室 

3 上新田公園の再整備 協働 

・令和元年度（2019 年度）に、6 公園再

整備市民ワークショップを開催。 

・令和 3 年度（2021 年度）に、上新田公

園の再整備を完了。 

土 木 部 

公園みどり室 

4 

下新田公園、南清和園公

園、川岸公園、南吹田くる

くる遊園・第 2 遊園の施設

等の更新の検討 

協働 

・令和元年度（2019 年度）に、6 公園再

整備市民ワークショップを開催。 

・令和 3 年度（2021 年度）に、下新田公

園の再整備を完了。 

・令和 3 年度（2021 年度）に、川岸公園

の実施設計を完了。 

土 木 部 

公園みどり室 

・年度の記載がないものは、計画策定以降に経年的に実施。 

 

土木部（３０） 



土木部公園みどり室 

令和 3 年度（2021 年度）末 南吹田駅周辺緑化重点地区計画の進捗状況 No.2 

②
歩
き
た
く
な
る
散
歩
み
ち
づ
く
り 

3 花とみどりのみち 

づくり  

 

4 歩きやすい快適で 

安心なみちづくり  

5 
並木路線の再整備・植栽の

検討 
市 

・平成 30 年度（2018 年度）に、南吹田

17 号線及び南吹田 89 号線の一部区間

を並木更新する事業が完了。 

土 木 部 

地域整備推進室 

6 民有地の緑化の推進 協働 

・みどりの協定制度の案内チラシを、連

合自治会、事業所に配付、花とみどり

の情報センター、本庁舎に配架（協定

締結１件）。 

・みどりの助成制度を本市 HP に掲載。 

土 木 部 

公園みどり室 

7 事業所の緑化の推進 協働 

・平成 29 年度（2017 年度）に、JR 西日

本に緑化重点地区計画について説明

し、協力を依頼。 

土 木 部 

公園みどり室 

8 公共施設の緑化の推進 市 

・令和 2 年度（2020 年度）に、吹田第

六小学校正門付近に大型プランターを

設置。 

・令和 3 年度（2021 年度）に、緑あふ

れる未来サポーターの活動を本市 HP

に掲載。 

土 木 部 

公園みどり室 

9 
歩道のバリアフリー化など

にあわせた道路緑化の検討 
市 

・令和元年度（2019 年度）に、金田大吹

橋線の一部区間を並木更新する事業が

完了。 

土 木 部 

地域整備推進室 

・年度の記載がないものは、計画策定以降に経年的に実施。 

土木部（３１） 

基本方針 基本目標 No. 主な取組 進捗状況 所管部署 



土木部公園みどり室 

令和 3 年度（2021 年度）末 南吹田駅周辺緑化重点地区計画の進捗状況 No.3 

基本方針 基本目標 No. 主な取組 進捗状況 所管部署 

③
神
崎
川
沿
い
の
み
ど

り
の
空
間
づ
く
り 

5 神崎川沿いのみど 

りづくり  

10 
電車の車窓から見える神崎

川沿いの緑化 
市 ・神崎川高水敷の低木の維持管理を実施。 

土 木 部 

公園みどり室 

11 

大阪府や河畔企業などとの

連携による花やみどりの充

実 

協働 

・平成 29 年度（2017 年度）に、神崎川畔

企業連絡会に、緑化重点地区計画につい

て説明し、協力を依頼。 

土 木 部 

公園みどり室 

④
み
ど
り
を
守
り
育
て
る
人
づ
く
り 

6 緑化意識の向上とみ

どりのまちづくりを

担う人づくり   

 

7 みどりを育てる体制

づくり   

12 
公園でのイベント開催など

の支援 
協働 

・平成 30 年度（2018 年度）に、南吹田駅

まちづくり推進市民協議会が南吹田駅開

業イベントを実施し、市が花の種配布に

協力。 

・令和元年度（2019 年度）に、南吹田駅ま

ちづくり推進市民協議会がイルミネーシ

ョン＆ナイトカフェを実施し、市が緑化

啓発ブースを出展。 

・令和 3 年度（2021 年度）に、健康づく

り推進事業団が「健康すいた」に公園を

巡るまち歩き案内を掲載。 

土 木 部 

公園みどり室 

・年度の記載がないものは、計画策定以降に経年的に実施。 

土木部（ ３２）  



土木部公園みどり室 

令和 3 年度（2021 年度）末 南吹田駅周辺緑化重点地区計画の進捗状況 No.4 

基本方針 基本目標 No. 主な取組 進捗状況 所管部署 

④
み
ど
り
を
守
り
育
て
る
人
づ
く
り 

6 緑化意識の向上とみ

どりのまちづくりを

担う人づくり  

 

7 みどりを育てる体制

づくり   

13 緑化に対する技術支援 協働 

・平成 30 年度（2018 年度）に、花とみど

りの情報センターが、緑あふれる未来サ

ポーターに上新田公園の花壇管理につい

て助言。 

土 木 部 

公園みどり室 

14 みどりを見守る人づくり 協働 
・ボランティア団体と、再整備後 6 公園

内の樹木への樹名板掛けについて協議。 

土 木 部 

公園みどり室 

15 
花壇の維持管理などを通し

たコミュニティづくり 
協働 

・緑あふれる未来サポーターが、上新田公

園、下新田公園、南清和園公園において

花壇管理を実施。 

土 木 部 

公園みどり室 

16 
公園などのみどりの拠点を

守る体制づくりの検討 
協働 

・緑あふれる未来サポーターと、公園再整

備後の取組等について協議。 

土 木 部 

公園みどり室 

・年度の記載がないものは、計画策定以降に経年的に実施。 

 

 

 

土木部（３３） 



土木部公園みどり室 

 

花とみどりの情報センター事業の業務内容 No.１ 

 

 業務内容と令和３年度（2021年度）の具体的な実施内容 

業務内容 令和３年度（2021年度）の具体的な実施内容 

１ みどりのまちづくりプロジェクトの推進 

以下のテーマについて、多様な主体の参画により、企画運営、情報収集・提供、

展示会・学習会、大学等の研究機関との連携、活動支援などを組み合わせたプ

ロジェクトを実施 

 

 「市民等による都市公園等の活用の促進」 

都市公園等において、健康づくりや子育て、コミュニティの活性化、地域

経済の振興などに資する市民等の自発的な活動を促進する事業の実施 

 

身近な公園の使い方を検証するため、千里南公園でマーケ

ットやワークショップ、展示等を実施 ５件 941人 

 「公園樹木・街路樹の良好な維持管理のための市民協働の推進」 

公園樹木・街路樹の見守りに資する市民等の自発的な活動を促進する事業

の実施 

樹木みまもり講座 ３回 48人 

すいたの樹木ガイド ８回 154人 

 「地域での花とみどりのまちづくり活動の活性化」 

地域（団地、公園、学校等）や旧江坂センターなどにおける花とみどりに

関する市民活動の活性化 

ＵＲ青山台団地での花壇相談 ２回 27人 

ガーデンセミナー ６回 54人 

 「その他みどりを活用した活動の促進」 

業務の実施を通じて明らかになった課題やニーズを踏まえ、新たな取組を

柔軟に実施 

なし 

 

土木部（３４） 



土木部公園みどり室 

花とみどりの情報センター事業の業務内容 No.２ 

土木部（３５） 

２ 花とみどりに係る活動の支援 

市民が花とみどりに親しみ、みどりを通じた市民相互の交流を促進する事業 

 

 相談、技術指導 緑化相談 507件 424人（内、旧江坂 25件 22人） 

技術指導 14回、304人（内、市南部 10回 294人） 

講習会、出張講習会、展示会 講習会 26回 617人（内、旧江坂４回 39人） 

出張講習会 ８回 89人（内、市南部４回 40人） 

常設展示 248日 

イベント（花と緑のフェア）等 花と緑のフェア 約 2,000人 

土ほかし（不要園芸土の回収）４回 約 360件 

市民講習会の支援 市民講習会登録団体 20団体 

展示会 20日 441人 

講習会 167回 1,370人 

広報誌の発行、ホームページ等による情報発信 広報誌「はなみど paper」２回発行 

ホームページ、Facebook・Instagram投稿 

３ その他市長が必要と認める事業、施設管理業務、自主事業 施設の使用許可、使用料の徴収等 

大阪府アドプトロードプログラムへの参加 

自主事業 

・物販（花卉類、緑化資材・雑貨、園芸・緑化関連の書籍） 

・コピーサービス 



土木部公園みどり室

令和元年度 令和2年度 令和元年度 令和2年度
（2019年度） （2020年度） （2019年度） （2020年度）

1 千里南公園（北）　 昭和38 (1963 ) 59 31 佐井寺南が丘公園 平成9 (1997 ) 25 〇 〇

2 清和園遊園 昭和39 (1964 ) 58 32 山田下ふれあい公園 平成9 (1997 ) 25 〇 〇

3 谷上池公園 昭和53 (1978 ) 44 33 中の島公園 平成10 (1998 ) 24 〇 〇

4 竹見公園 昭和54 (1979 ) 43 34 金田公園 平成11 (1999 ) 23

5 南吹田公園（西） 昭和54 (1979 ) 43 35 垂水上池公園 平成11 (1999 ) 23 〇 〇

6 くちなし公園 昭和58 (1983 ) 39 36 千里北公園（苗圃２） 平成12 (2000 ) 22

7 玉の井公園 昭和58 (1983 ) 39 37 千里北公園（苗圃１） 平成12 (2000 ) 22 〇 〇

8 第４緑地 昭和58 (1983 ) 39 38 あいあい遊園 平成12 (2000 ) 22 〇

9 末広公園　　 昭和59 (1984 ) 38 39 原新池公園 平成12 (2000 ) 22

10 尺谷公園 昭和61 (1986 ) 36 40 江坂山南公園 平成13 (2001 ) 21

11 北之町遊園 昭和61 (1986 ) 36 41 新芦屋中央公園 平成13 (2001 ) 21

12 安威川公園 昭和62 (1987 ) 35 42 紫金山公園（神社） 平成14 (2002 ) 20 〇 〇

13 桃山公園 平成元 (1989 ) 33 〇 43 南清和園公園 平成15 (2003 ) 19 〇 〇

14 豊津公園 平成2 (1990 ) 32 〇 44 千里山東公園 平成15 (2003 ) 19

15 青山公園 平成2 (1990 ) 32 45 紫金山公園（芝生広場） 平成16 (2004 ) 18 〇 〇

16 佐竹公園 平成3 (1991 ) 31 〇 〇 46 榎阪大池公園 平成16 (2004 ) 18

17 五反島公園 平成3 (1991 ) 31 〇 〇 47 山田西公園 平成17 (2005 ) 17 〇 〇

18 亥の子谷公園 平成4 (1992 ) 30 〇 〇 48 南吹田公園（東） 平成18 (2006 ) 16 〇 〇

19 千里南公園（南）　 平成5 (1993 ) 29 〇 〇 49 津雲公園 平成20 (2008 ) 14 〇 〇

20 山田下公園 平成5 (1993 ) 29 50 長野公園 平成20 (2008 ) 14 〇 〇

21 片山公園 平成6 (1994 ) 28 〇 〇 51 南金田公園 平成21 (2009 ) 13 〇 〇

22 片山北ふれあい公園 平成6 (1994 ) 28 〇 〇 52 広芝公園 平成22 (2010 ) 12 〇 〇

23 千里南公園（円形） 平成7 (1995 ) 27 〇 〇 53 千里丘上公園 平成23 (2011 ) 11 〇 〇

24 紫金山公園（ローラー） 平成7 (1995 ) 27 〇 〇 54 大井池公園 平成28 (2016 ) 6 〇

25 吹一公園 平成7 (1995 ) 27 55 岸部新町しろやま公園 平成28 (2016 ) 6 〇

26 千里北公園（北） 平成8 (1996 ) 26 〇 〇 56 健都レールサイド公園 平成29 (2017 ) 5 〇

27 川園公園 平成8 (1996 ) 26 〇 〇 57 上新田公園 令和3 (2021 ) 1 〇

28 江坂公園 平成8 (1996 ) 26 〇 〇

29 山田公園 平成9 (1997 ) 25 〇 〇

30 佐井寺新池公園 平成9 (1997 ) 25 〇 〇

多目的トイレ
設置状況

公　園　名
設置年度
改築年度

経過
年数

公園におけるトイレの設置状況（多目的トイレ及び洋式化の進捗状況）

土木部（３６）

洋式化実施
公　園　名

設置年度
改築年度

経過
年数

洋式化実施
多目的トイレ
設置状況


